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洋上風力発電の環境影響評価制度の最適な在り方に関する検討会  

※「令和 4 年度 洋上風力発電の環境影響評価制度の諸課題に関する検討会 ―洋上

風力発電の新たな環境影響評価制度の検討の方向性について―」及び第３回までの

検討会資料から変更を加えた箇所について、黄色ハイライトとしている。 

なお、用語の修正である場合は、初出の箇所のみ黄色ハイライトとしている。 
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＜はじめに＞ 

 2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、電源の脱炭素化が鍵となる中で、再生可

能エネルギーに関しては、環境への適正な配慮を確保しつつ、地域との共生を図りながら、

最大限の導入を促すことが重要である。 

洋上風力発電は、大量導入やコスト低減が可能であるとともに、経済波及効果が大きい

ことから、再生可能エネルギー主力電源化の切り札として推進していくことが必要である。

このため、洋上風力発電の促進制度である海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る

海域の利用の促進に関する法律（平成 30 年法律第 89 号）が制定され、洋上風力発電事業

を実施可能な「促進区域」を国が指定し、公募により事業者を選定する仕組みが導入され

たが、環境影響評価法（平成９年法律第 81 号）・電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）

とは独立した制度であるため、並行して適用されることで、運用上の課題が指摘されてい

る。このような観点から、規制改革実施計画（令和 4 年 6 月閣議決定）において、環境影

響評価制度について、立地や環境影響などの洋上風力発電の特性を踏まえた最適な在り方

を、関係府省、地方公共団体、事業者等の連携の下検討し、速やかに結論を得ることとさ

れている。 

 こうした背景を踏まえ、環境省は令和５年５月から７月にかけて「洋上風力発電の環境

影響評価制度の最適な在り方に関する検討会」を開催し、令和４年度に取りまとめられた

「令和 4 年度 洋上風力発電の環境影響評価制度の諸課題に関する検討会 ―洋上風力発

電の新たな環境影響評価制度の検討の方向性について―」において整理された現行制度の

施行状況を踏まえた諸課題、新たな環境アセスメント制度の具体的な在り方を議論するに

当たっての基本的な視点を前提とし、洋上風力発電の新たな環境アセスメント制度の検討

の方向性を踏まえ、洋上風力発電に係る新たな環境アセスメント制度の在り方について検

討を行った。 

 本報告書は、同検討会において、これまで●回にわたる検討を行った結果を取りまとめ

たものである。 

今後、政府においては、本検討会において取りまとめられた結果を踏まえ、必要な法整

備の検討を含め新たな制度の早期の実現に向けた取組を速やかに進めるべきである。また、
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並行して、新たな制度を適正かつ効果的・効率的に施行できるよう必要な技術的知見や実

施体制の整備等についてより詳細な検討を行う必要がある。 
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１．洋上風力発電に係る環境アセスメント制度に係る現行制度と課題について 

１-１．洋上風力発電の国内における位置付け  

2050 年までのカーボンニュートラルや、2030 年度において温室効果ガスを 2013 年度比

で 46％削減を目指すこと、さらに 50%の高みに向けて挑戦を続けることを表明する中で、

2021 年 10 月に閣議決定された第 6 次エネルギー基本計画においては、再生可能エネルギ

ーの主力電源化が謳われており、2030 年度の電源構成に占める再生可能エネルギー比率

は 36-38%とする野心的な目標を掲げている。再生可能エネルギーの中でも、風力発電は

太陽光発電とともに主力を担う位置付けであるが、陸上風力発電の開発可能な適地が年々

減少する中で、海に囲まれた日本では洋上風力発電の大規模導入への期待が高い。経済産

業省及び国土交通省が事務局を務める「洋上風力発電の産業競争力強化に向けた官民協議

会」では、洋上風力発電について 2030 年 1,000 万 kW、 2040 年 3,000～4,500 万 kW の案

件形成（年間平均 100 万 kW を案件形成していく規模イメージ）を目標としており、更な

る開発の後押しが必要とされている。（図 1） 

 

図 1 電源構成及び洋上風力発電の導入目標 

なお、近年の洋上風力発電の特徴として、欧州では１基当たり 10,000kW 規模の大型な

風車が開発され運転を開始している。我が国においても今後更なる大規模化が進む見込み

であり、実際に海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する

法律（平成 30 年法律第 89 号。以下「再エネ海域利用法」という。）に基づき促進区域に
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指定されている秋田県及び千葉県の３海域では、１基 13,000kW の風車の導入が予定され

ている。同規模の風車を今後導入していくことを前提とした場合、2040 年までに 3,000～

4,500 万 kW の案件形成の目標を達成するには、今後約 2,300～3,500 基の風車の設置が必

要となっている。 

 

１-２．洋上風力発電の開発に係る再エネ海域利用法及び環境アセスメント制度の概要  

洋上風力発電等の長期的、安定的かつ効率的な実施の重要性に鑑み、これに係る海域の

利用を促進するため、再エネ海域利用法では、洋上風力発電を推進するため、国（経済産

業省及び国土交通省）が、領海内において、洋上風力発電事業が実施可能な促進区域を指

定し、公募によって事業者を選定した上で、当該事業者に水域を長期占用（30 年）させ

ることを可能とする仕組みとしている。また、促進区域指定に当たっては、関係する自治

体に加えて、当該海域で操業している漁業関係者等で構成される法定協議会1において合

意形成が図られることとなっている。（図 2） 

 
1 再エネ海域利用法に基づき、経産省・国交省・都道府県を事務局とした協議会を設置し、地元関係者との調

整を行っている。当該協議会においては、例えば、地域や漁業との共存共栄のための留意事項、洋上風力発電

設備等の設置位置、建設、発電事業実施に当たっての留意事項、環境配慮事項について協議を行い、関係市町

村や関係漁業団体等の利害関係者との合意形成を実施。なお、当該協議会は公募による事業者の選定後にも継

続して設置される。 
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図 2 再エネ海域利用法に基づく案件形成から促進区域指定・事業者公募までの流れの概要 
 

また、洋上風力発電事業の実施に当たっては、当該事業に係る環境への影響の回避・低

減のため、事業者は環境影響評価法（平成９年法律第 81 号）及び電気事業法（昭和 39 年

法律第 170 号。以下「アセス法等」と総称する。）に基づき環境への影響について包括的

に環境アセスメントを行うこととなっている。環境アセスメント手続は、事業者があらか

じめ事業の実施前に環境への影響を評価し、その結果を公表して、国、地方公共団体及び

国民からの意見を聴き、これらの意見を踏まえることで、環境の保全の観点から、よりよ

い事業が行われる仕組みである（図 3、表 1）。 
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図 3 アセス法等の手続 

表 1 アセス法等の手続概要2 
（配慮書手続）複数案も含め、事業の位置・規模等の検討段階で環境保全のための配慮
事項について検討を行い、その結果を配慮書として取りまとめる。経産大臣は配慮書を
審査し、環境大臣の意見を聴いた上で必要事項について意見を述べることができる。 
（方法書手続）環境アセスメントの評価項目・手法の方法案（方法書）を作成する。説
明会を開催し、環境保全の見地から意見を有する者及び知事等から意見を聴き、評価項
目・手法を選定する。経産大臣は方法書を審査し、必要事項を勧告することができる。 
（環境アセスメントの実施） 事業者は、方法書手続を経て確定した評価項目・手法に
基づき、調査（資料収集、現地調査等）・予測（予測式による環境変化の計算等）・評
価（実行可能な最大限の対策がとられているか等）を実施する。これと並行して環境保
全措置を検討し、環境影響を総合的に評価する。 
※環境保全措置の検討に当たっては、環境への影響を回避し、又は低減することを優先し、必要に応じ当
該事業の実施により損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出する等の代償措置の検討が行われるもの

とされ、加えて、事業による環境への影響の重大性に応じた事後調査の必要性を検討することとされてい
る。 
（準備書手続）事業者は、環境アセスメントの結果と環境保全措置の検討結果を準備書
として作成し、説明会を開催し、また、意見を有する者及び知事等の意見を聴く。経産

 
2 参考：立法と調査 論題「環境影響評価制度の動向と課題－風力発電所を中心に－」（参議院事務局企画調整

室 星明）https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/20220601.html 
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大臣は準備書を審査し、環境大臣の意見を聴いた上で必要事項を勧告することができ
る。 
（評価書手続）事業者は、準備書に対する勧告を踏まえて評価書を作成する。経産大臣
は評価書を審査し、適正な環境配慮の確保のために特に必要な場合には評価書の変更を
命ずることができる。 
（免許等の審査）発電所の工事計画の認可・届出要件に評価書に従ったものであること
を規定し、これに従っていない場合には、工事計画許可等が認められず工事開始ができ
ないこととなる。（環境アセスメント結果を事業内容に確実に反映） 
（報告書手続）事業者は、環境への影響に係る予測の不確実性が大きい場合等におい
て、工事に着手後実施した事後調査やそれにより判明した環境状況に応じて講じた環境
保全措置等の状況を工事終了後に報告書にまとめ公表する。 
 

再エネ海域利用法とアセス法等はそれぞれ独立した制度であるため、再エネ海域利用法

において選定された事業者は、発電設備の設置に当たりアセス法等に基づく環境アセスメ

ントを実施する必要があるが、再エネ海域利用法とアセス法等が並行して適用されること

で、運用上の課題が指摘されており、この点について１-４．に記述する。 

なお、2022 年 12 月時点において、法に基づいて実施された洋上風力発電の環境アセス

メントに係る手続件数の累計は、計画段階環境配慮書が 86 件、環境影響評価準備書が 10件

となっている。これらの環境影響評価準備書においては、着床式の洋上風力発電における

環境アセスメントの評価項目は、騒音、水の濁り、鳥類、海生哺乳類、魚類、底生動物、

海藻草類、景観等から事業特性・地域特性に応じて選定されており、環境大臣意見におい

ては、特に懸念のある項目としては、騒音、鳥類、海生生物等について指摘をしている。

なお、英米の浮体式の洋上風力発電に係る環境アセスメントについては、今後、より詳細

な分析が必要であるが、環境保全の観点から主に以下の評価項目を対象としていることが

確認された。（表２） 
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表 2 英米の浮体式洋上風力発電の環境アセスメントで選定された項目（例） 

 

上記のとおり、現状において洋上風力発電に関しては事業特性・地域特性等に応じて評

価項目の選定がされているが、他方で洋上風力発電の環境影響については、事前の予測の

不確実性が高いとの指摘もあり、この点についても課題として１-４．に記述する。 

 

１-３．洋上風力発電に係る環境アセスメント制度の検討の背景 

①  セントラル方式3の確立に向けた検討 

 
3 総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネ

ットワーク小委員会洋上風力発電促進ワーキンググループ交通政策審議会港湾分科会環境部会洋上風力発電促

進小委員会 合同会議（第 18 回）（令和 5 年 1 月 30 日）資料の洋上風力発電に係るセントラル方式の運用方

針［骨子］（案）参照。なお、再エネ海域利用法に基づき、経産省・国交省・都道府県を事務局とした協議会

を設置し、地元関係者との調整を行っている。当該協議会においては、例えば、地域や漁業との共存共栄のた

めの留意事項、洋上風力発電設備等の設置位置、建設、発電事業実施に当たっての留意事項、環境配慮事項に

ついて協議を行い、関係市町村や関係漁業団体等の利害関係者との合意形成を実施。 
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洋上風力発電に関するセントラル方式とは、洋上風力発電事業の案件形成に向けた地域

調整や風況・海底地盤等のサイト調査、系統接続の確保や環境アセスメント、漁業実態調

査、洋上風力発電事業の実施区域の指定や発電事業者の公募に関して、政府や地方公共団

体の主導的な関与により、効率的な案件形成を実現する仕組みであり、政府としてセント

ラル方式を確立することで、洋上風力発電の円滑な導入を進めていくこととしている。 

なお、セントラル方式のうち風況・海底地盤等のサイト調査については、都道府県から

の情報提供に基づき第三者委員会の意見を踏まえながら、経済産業省及び国土交通省が調

査対象区域を選定し、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構（JOGMEC）が調査

を行うこととしており、令和 5 年度より当該法人が調査を開始する見込みである。また系

統接続の確保についても、系統確保スキーム等を通じて国が必要な調査等を実施している。

環境アセスメントについては、立地や環境影響などの洋上風力発電の特性を踏まえた最適

な在り方を、関係府省等の連携の下検討することとなっている。 

 

② 排他的経済水域（EEZ）における洋上風力発電の実施 

これまで再エネ海域利用法に基づき、領海内における洋上風力発電の導入拡大の取組を

行ってきたが、近年、洋上風力発電の排他的経済水域（EEZ）への展開を可能とするため

の法整備を含めた環境整備に対するニーズが高まってきている。このため、内閣府総合海

洋政策推進事務局を中心とする関係省庁の下で、EEZ における洋上風力発電の実施に関し

て、国連海洋法条約（UNCLOS）4との整合性を中心に、国際法上の諸課題に関し検討す

るための会議（排他的経済水域（EEZ）における洋上風力発電の実施に係る国際法上の諸

課題に関する検討会）が 2022 年度に開催され、2023 年 1 月に取りまとめが公表された。

本取りまとめにおいては、UNCLOS について下記の規定があることが確認された。 

 UNCLOS では、海洋環境の保護及び保全に関し、第１条１（４）（海洋環境の汚

染）、同第 192 条（一般的義務）及び同第 194 条（海洋環境の汚染を防止、軽減及

び規制するための措置）の規定があり、また、環境評価に関しては、同第 204 条

 
4 国連海洋法条約（UNCLOS）（参考資料 p.●-●参照） 
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（汚染の危険又は影響の監視）、同第 205 条（報告の公表）及び同第 206 条（活動

による潜在的な影響の評価）の規定がある。 

 また、同第 56 条１ｂiii では、沿岸国は、海洋環境の保護及び保全について管轄権

を有すると規定している。 

 UNCLOS 第 206 条は、いずれの国も、同条に該当する自国の管轄又は管理の下に

おける計画中の活動について、実質的な海洋環境汚染又は海洋環境に対する重大か

つ有害な変化をも たらすおそれがあると信ずるに足りる合理的な理由がある場合に

は EIA5を実施する義務を有すると規定している。 

 その上で、環境アセスメントについて、「洋上風力発電を EEZ で実施する場合に、海

洋環境への影響の評価をいかにして行えば国連海洋法条約（UNCLOS）上の義務を果た

せると考えるか。」との論点が設定され、同条約においては、「いずれの国も、同条に該

当する自国の管轄又は管理の下における計画中の活動について、実質的な海洋環境汚染又

は海洋環境に対する重大かつ有害な変化をもたらすおそれがあると信ずるに足りる合理的

な理由がある場合には EIA を実施する義務を有すると規定している。」こと等が確認され

た。検討結果としては、「EEZ において洋上風力発電を実施する場合の環境アセスメント

については、国際社会での議論や他国の国家実行等を踏まえながら、洋上風力発電に係る

環境アセスメント制度のあり方の検討を踏まえた所要の国内的措置を講じた上で、「排他

的経済水域及び大陸棚に関する法律」に基づき、国内法令を適用して対応する必要がある

と考えられる。」と結論づけられた。 

 また、領海内における洋上風力発電の環境アセスメント手続においては、アセス法等に

基づき関係都道府県及び市町村が関与することとなるが、「EEZ には管轄する都道府県及

び市町村が現時点において存在しないため、EEZ における洋上風力発電に係る環境アセス

メントのあり方の検討に際しては、この点について留意する必要がある」とされた。 

 
5 EIA（Environmental Impact Assessment） 
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洋上風力発電の EEZ への展開を可能とするための法整備に当たっては、上記の内閣府

の検討会において整理がなされた国際法上の義務の履行を担保し、適正な環境配慮が確保

される仕組みの導入が必要である。 

 

１-４．洋上風力発電に係る環境アセスメント制度の課題   

① 事業の実施が見込まれる区域に係る環境配慮の仕組みについて 

 再エネ海域利用法に基づく促進区域は国（経済産業省及び国土交通省）が指定する仕組

みとなっている。また、当該区域指定に当たっては、経済産業省及び国土交通省は環境省

を含む関係省庁との協議を行い、環境省は環境配慮の観点から必要な情報提供、意見提出

を行うことで、一定程度の環境配慮を行っている。一方で、アセス法等に基づく計画段階

配慮書の作成に当たっては、事業者自らが「事業を実施する区域」を選定することを前提

として、「事業実施が想定される区域」の複数案等について、環境配慮の観点から検討を

行うことが求められている。 

 １-１．において記載したとおり、再エネ海域利用法とアセス法等はそれぞれ独立した

制度であるため、再エネ海域利用法による区域指定の仕組みに関わらず、事業者はアセス

法等に基づき環境配慮の観点から事業を実施する区域を検討することとされており、検討

している主体は異なるものの、再エネ海域利用法に基づく区域指定プロセス及びアセス法

等における手続において、検討内容の重複が生じている。このような、再エネ海域利用法

とアセス法等の検討内容の重複を解消するため、再エネ海域利用法に基づき国が区域を指

定することを前提として、事業の実施が見込まれる区域における環境配慮の仕組みを整理

する必要がある。 

 

② 具体的な事業計画に係る環境アセスメントのあり方について 

環境アセスメントの手続は、再エネ海域利用法に基づき公募で事業者が選定された後に

事業者が開始することも可能であるが、現状では、複数の事業者が、選定後の運転開始ま

でのリードタイムの短縮化を目指して、事業者選定前に計画段階配慮書及び環境アセスメ

ント方法書の手続を開始している。そのため、実際には当該区域において最終的に事業者
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は１者しか選定されないにも関わらず、選定前の複数事業者による環境アセスメントの手

続が乱立しており、事業者、地域、行政のそれぞれにおける総合的なコストの増加や、地

域の混乱に伴う合意形成への支障となる懸念がある。ついては、環境アセスメント手続を

実施することにより環境配慮がなされた事業計画とすることを担保することは大前提とし

て、環境アセスメント手続そのものが地域における洋上風力発電に対する理解醸成に大き

く関係することも踏まえながら、同一エリアにおける複数事業者による環境アセスメント

手続の乱立による問題を解消しつつ、洋上風力発電の迅速な導入に向けて、公募による事

業者選定後の環境アセスメント手続に要する期間の短縮を図る仕組みとする必要がある。 

 

③ 洋上風力発電の不確実性への対応について 

海域で実施される洋上風力発電の環境アセスメントにおいては、環境アセスメントに必

要な基礎的な環境に関する情報が十分に整備されていないという課題がある。また、海域

の現地調査は天候の影響を受けやすいことや、風車へのアクセスが船舶等に限定されるこ

と等、陸域の調査に比べて制約がある。加えて、調査により環境情報を得られたとして

も、洋上風力発電の導入事例や環境アセスメントについての先行事例・研究が少なく、洋

上風力発電による環境影響（例えば、渡り鳥の飛行ルートに風車が設置された場合の渡り

鳥に及ぼす影響や、風車の設置時の杭打ち音による海生生物への影響等）に関する科学的

知見が必ずしも十分でなく、予測手法の知見も十分でないことから、陸域に比較して、事

前の環境影響予測・評価の不確実性が高い。ついては、海外研究等も含め、各国の国家実

行や科学的知見を幅広く収集した上で、事業者の事業実施や事業継続に係る予見可能性を

確保しつつ、洋上風力発電の環境影響の予測の不確実性が高いことを前提とした仕組みを

考える必要がある。  

上記の課題をまとめたものを図 4 に示す。 



11 

 

 

図 4 洋上風力発電の導入に係る現行の環境影響評価制度と主な課題 
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２．海外制度の状況 

２-１．各国の制度概要の比較 

欧州では、領海や EEZ において、多数の洋上風力発電プロジェクトが計画されてお

り、一部は既に稼働している（図 5）。2021 時点における世界の洋上風力発電容量の国別

順位を見ても、第 1 位が中国、第２位が英国、第３位がドイツ、第４位がオランダ、第５

位がデンマークであり、欧州は、洋上風力発電において世界をリードする地域であると言

える。 

 

図 5 欧州各国の洋上風力発電の計画状況 
H.Díaz and C. Guedes Soares, 2020、4C offshore, 2022 を参考に作成 

 

欧州において洋上風力発電容量が上位にある 4 ヶ国（英国、ドイツ、デンマーク、オラ

ンダ）の洋上風力発電に係る環境影響評価及び区域選定に係る制度は図 6 のとおりであ

る。このうち、オランダ及びデンマークにおいては、特に広い範囲で国が実施主体となっ

ており、これらの国の洋上風力発電に係る環境影響評価制度の概要は後段のとおりであ

る。 
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図 6 洋上風力発電に係る環境影響評価制度の欧州各国の比較 
（Crown Estate HP、 BSH HP、 DEA HP、 ROV HP、 GWEC, 2022 等を参考に作成） 

 

２-２． 海域選定プロセスと各国の環境影響評価制度の特徴 

２-２-１．海域選定プロセスと各国の環境影響評価制度の比較 

オランダ、デンマーク及び現状の日本における、洋上風力発電事業の実施区域の選定プ

ロセス及び各プロセスにおいて実施される環境配慮に係る手続とその実施主体は図 7 のと

おりである。 

オランダ及びデンマークでは、海洋空間計画（MSP）6により、領海（内水含む）及び

EEZ において洋上風力発電事業を実施することができる区域を設定した上で、その後の戦

略的環境影響評価（SEA）7や EIA 等の環境配慮に係る手続等を踏まえて、最終的な事業

実施区域が決定される。 

 
6 海洋空間計画(Marine Spatial Planning)とは、海域特性・既存利用状況等を踏まえて海域をゾーニングし、

計画的な海域利用を行う空間利用調整法である。（参考：公益財団法人笹川平和財団海洋政策研究所主任研究

員角田智彦「我が国における海洋の総合的管理の進展と海洋空間計画(MSP)の展望」

https://www.spf.org/global-data/opri/perspectives/prsp_015_2020_tsunoda.pdf） 

7 戦略的環境影響評価（Strategic Environmental Assessment）（参考資料 p.●参照） 

英国 ドイツ デンマーク オランダ

実施主体

MSP 
(Marine Spatial Planning )

SEA
(Strategic Environmental Assessment)

区域選定

EIA

モニタリング

Zone
Area

洋側
陸側

政府が実施主体となる範囲 広い狭い

：政府 ：事業者 ：Crown Estate
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海洋空間計画（MSP）以降のプロセスはオランダとデンマークで異なり、オランダで

は、SEA 及び EIA を事業者選定のための入札の前に国が実施した上で、事業開始後のモニ

タリングも国が実施する制度となっている。一方でデンマークは、スクリーニング、SEA、

陸域における事業計画の EIA（陸上変電所や 400kV 送電線等、海岸線よりも陸側に設置す

る設備に係る EIA。以下「EIA（陸側）」という。）を事業者選定のための入札前に国が

実施した上、選定事業者が洋上における事業計画の EIA（風車等に係る EIA。以下「EIA

（洋側）」という。）と事業開始後のモニタリングを実施する制度となっている。両国間

で、EIA（洋側）及びモニタリングの実施主体並びに EIA（洋側）の実施時期が異なって

おり、EIA（洋側）についてみれば、オランダは事業者選定前に具体的な事業計画が無い

段階で国が実施、デンマークは事業者選定後に具体的な事業計画が策定されている段階で

事業者が実施することとしている。 

日本の現状では、オランダ、デンマークが実施している海洋空間計画（MSP）及び

SEA に相当する手続は明確に制度化されておらず、入札前の段階においては、「国内制度

の状況」に記載のとおり、再エネ海域利用法に基づいて国が実施する促進区域指定プロセ

ス、これに先立つ有望な区域の整理、アセス法等に基づいて事業者が実施する計画段階環

境配慮書手続及び環境影響評価方法書手続が並行して実施されている。 

 

図 7 現状のオランダ、デンマーク、日本における事業実施区域選定のプロセス 
（DEA HP、 ROV HP 等に基づいてトーマツ作成） 
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（水色：国が実施する環境配慮手続、白：環境配慮を含まない区域選定手続又は該当制度

無し、オレンジ：事業者が実施する環境配慮手続、緑：再エネ海域利用法に基づく区域選

定手続） 

 

２-２-２．オランダ及びデンマークで共通する環境影響評価制度 

EU では、SEA 指令及び EIA 指令8によって、SEA 及び EIA の実施に係る国内法の整備

を加盟国に義務付けている。オランダ及びデンマークの国内法及びそれに基づく環境影響

評価制度もこれらの指令を基礎としている。その内容は EU 指令を踏襲する部分が多く、

SEA 及び EIA の実施に関して両国で共通する制度は以下のとおりである。 

〇SEA：事業レベルにおける EIA とは独立して、計画段階において、環境への重大な

影響について評価する。計画等の採択又は立法手続への提出前に、計画等の

案及びSEA レポートを関係当局及び公衆に公開し意見提出の機会を設ける。

併せて、越境環境影響が考えられる場合においては、その内容等について他

の加盟国と協議を行う。 

〇EIA：事業の直接的及び間接的な環境への重大な影響を評価する。事業実施者は、

関係当局・公衆・影響を受ける他の EU 加盟国に情報を提供し協議すること

が義務付けられ、管轄当局は協議結果を踏まえて事業実施可否の決定を下し、

公衆は決定に対して裁判所に異議申立てができる。 

 

２-２-３．オランダの環境影響評価制度の特徴 

前記の共通する環境影響評価制度以外に、以下の様な措置が執られていることが、オラ
ンダにおける制度の特徴である。 
 

 想定事業計画に基づいて実施される EIA において採用されている環境影響評価手法 

 
8 EU では、SEA 指令及び EIA 指令によって、SEA 及び EIA の実施に係る国内法の整備を加盟国に義務付けて

いる。オランダ、デンマーク両国の国内法及びそれに基づく環境影響評価制度もこれらの指令を基礎としてお

り、その内容は EU 指令と共通する部分が多い。 
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オランダでは、洋上風力発電事業に係る最終的な EIA を公募前に国が実施している。
EIA の実施時点では具体的な事業計画が存在しないため（具体的な事業計画は、公募後に
選定事業者が策定する）、複数の Worst case シナリオ（鳥、海洋哺乳類、等への影響を考
えた際に最も悪影響を生じ得ると想定される事業諸元）を想定し、事業実施により起こり
得る環境影響を評価している。選定事業者は、バンド幅と呼ばれる EIA において想定され
た事業諸元の範囲内において、風車の設置位置や工法等を自由に設計することが可能とな
っている。 

 
２-２-４．デンマークの環境影響評価制度の特徴 

 前記の共通する環境影響評価制度以外に、以下の様な措置が執られていることが、デン
マークにおける制度の特徴である。 
 

 環境影響評価制度の変更 
デンマークにおいては、国が一定の SEA 及び EIA（陸側）を実施するものの、最終的な

EIA（洋側）は、選定事業者が具体的な事業計画に基づいて実施する制度となっている。
2016 年までは、現在のオランダと同様に、公募前の段階で国が想定事業計画に基づいて
EIA を実施していたが、Vesterhav Syd プロジェクトにおける EIA 再審議の事例9を踏まえ
て、制度の改正が行われたものである。 

 
 事業計画段階で実施される SEA における追加調査 
法律上の規定は無いものの、選定事業者が実施する EIA の負担軽減と事業リスクの軽減

を目的として、SEA の段階における追加調査（野鳥と自然、視覚的影響、水中騒音等）に
より、後に選定事業者が実施する EIA（洋側）の一部を国が先取りして実施している。 
  

 
9 具体的な事業計画が不明な段階で実施された EIA に基づく発電設備の設置許可に対して、地域住民が反発し

た。設置許可の取り消し及び EIA の再審議が必要となり、選定事業者によって具体的な事業計画に基づく

EIA が改めて実施された。 
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２-３．EU 各国におけるモニタリングの位置付け 

EU 指令においては、複数の指令においてモニタリングの位置付けが示されている。以

降では、各 EU 指令においてモニタリングがどのように位置付けられているかを示し、そ

の後、オランダ、デンマーク、英国における、モニタリングの位置付けに関する状況を示

す。（欧州が洋上風力発電事業を世界的にリードしている状況を踏まえ、欧州の中でも洋

上風力発電事業のセントラル化が進んでいるオランダ、デンマークに加え、洋上風力発電

の実績に鑑み、英国の状況を記載する。） 

 

２-３-１．EU 指令におけるモニタリングの位置付け 

欧州においては、EU 指令により、モニタリングの実施及びその後の是正措置について

各加盟国に義務付けられている。以下では、各指令の義務付け内容について例を示す。 

① DIRECTIVE 2008/56/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine 
environmental policy（海洋戦略枠組み指令） 

海洋戦略枠組み指令は、EU における海洋環境の保護を目的とし、海洋環境に影響を与

えうる関連政策に環境配慮を促すことを求め、また、将来の海洋政策立案に資する主要な

環境関連事項を提供している。本指令において、加盟国は自国の海域の特性を踏まえ、自

国の海域周辺への影響も考慮し海洋戦略を策定することとされ、当該海洋戦略の中で、モ

ニタリングの要素も含む海洋環境保護のための対策プログラムの計画、実行が求められて

いる。対策プログラムの計画段階では、まず、海域の使用により環境に与え得る悪影響を

事前に特定し、経済的、社会的な観点を考慮したうえで、良好な環境状態の特性を決定す

る。次に、加盟国はモニタリング結果を評価するための基準や標準的な手法を策定する。

一連の検討事項は、海域の環境状態を継続的監視するためのモニタリングプログラムに挿

入され、実行段階につなげていく。 

なお、海洋環境への配慮は、加盟国間、異なる海域間、異なる産業の政策間（例えば漁

業政策と農業政策など）であっても一貫性をもち、協調して実施されるべきとされ、モニ

タリングにおいてもその点が留意される。さらに、海洋生態系は人為的な要因と自然変動
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的な要因を含め、様々な要因で変化するため、対策プログラムは柔軟かつ順応的であるこ

とが要求され、上位の海洋戦略自体も定期的な更新が必要とされている。 

② COUNCIL DIRECTIVE 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats 
and of wild fauna and flora（生息地指令） 

生息地指令は、生物多様性を維持し持続可能な開発を行うことを目的に、加盟国に対し

欧州全体で協調した生物種・生息地の保全を求めており、特定の種においては緊急性が高

いことから、優先的生息地や優先種を定義して措置を講じることされている。その中で、

モニタリングに関しては、特に優先的生息地や優先種に対して保全状況の監視が規定され

て、欧州全体で調整、情報交換し必要な研究等を協力的に進めることとされている。 

本指令では特定の種の意図的な捕獲・殺傷を禁止するのみでなく、偶発的な捕獲・殺傷

の監視システムの確立による情報収集を求めている。収集情報に基づき、重大な悪影響を

及ぼさないことを保証するための研究や保護措置を、必要に応じ講じることとなる。 

③ DIRECTIVE 2001/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the 
environment（SEA 指令） 

SEA 指令は、計画立案段階の環境アセスメント（SEA）実施により、持続性の高い事業

実施が可能になるとされている。環境に重大影響を及ぼす可能性の高いプロジェクトは原

則として SEA の対象とされ、プロジェクト実施により重大影響が想定される場合は、そ

れを考慮した代替案の評価の必要性が規定されるなど、計画立案時から十分な環境配慮が

求められる。また、SEA 実施においては環境保全を任務する関連当局や一般市民との協議

を確保するなど、透明性の高い意思決定が求められる。 

また、事前の環境アセスメントで予期できなかった環境への悪影響を早期特定し、適切

な是正措置を講じられるよう、重大な環境影響に係るモニタリングが義務付けられてい

る。 

④ DIRECTIVE 2014/52/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 
16 April 2014 amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain 
public and private projects on the environment （EIA 指令） 
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 EIA 指令は、前身である 2011/92/EU に対して環境アセスメントの質を強化すること等

を目的に改正が行われ、EIA の対象やその内容、事業者の主な義務、透明性の確保等に関

する要件が追加された。 

環境に重大な影響を及ぼす可能性の高いプロジェクトのみが EIA の対象とされ、建設、

運転、解体の各段階において、 当該プロジェクトが及ぼす影響を考慮すべきとされてい

る。また、生物や生息地の保護の観点から、環境影響評価の際に利用する技術についての

十分な考慮、プロジェクトによる建築物や自然景観への視覚的影響の対処の重要性等、具

体的な内容が定められている。 

モニタリングに関しては、プロジェクトの性質、場所、規模、および環境影響の重大性

に適合している必要があり、予見できない重大な悪影響にも対応可能な適切な手順を定め

て実施すべきとされ、対象は、建設段階と運転段階の両方とされている。 

 

２-３-２．英国におけるモニタリング制度の特徴 

英国では、約 20 年にわたり、官民連携で研究プロジェクトを実施し、洋上風力発電に

関する知見を蓄積している。以下、蓄積された知見を活用しながらモニタリングや環境影

響評価を行う英国におけるモニタリングやそのデータの取り扱いを記載する。 

 

２-３-２-１．モニタリングの実施 

事業者は、海洋ライセンス（Marine  Licence）及び海洋野生生物ライセンス（Marine 

Wildlife Licence）の取得が必要であり、この中で事前のアセスメントとモニタリング・緩

和措置の実施が課される場合がある。上記ライセンス違反時には、一般的に課徴金等の制

裁が加えられるが、洋上風力ではそのような事例は見当たらない。 

なお、具体的なモニタリング内容は、事業者が提案を行う形となっており、プロジェク

トの申請内容に含まれる。事業者の申請内容は、地方行政府・地域住民・諮問機関等への

パブリックコメントを経て決定される。 
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２-３-２-２．モニタリングデータの取り扱い 

英国では、Marine Data Exchange と呼ばれるシステムによって、洋上再エネ事業者が収

集したデータを自由に利用し、データ根拠に基づいた意思決定を行い、英国の洋上再エネ

技術課題解決の一助となることを目的とし、事業者から提供されたモニタリングデータを

保管、管理、公開を実施している。また、商業的な機密性の考慮を条件として、データの

一般公開も規定されている。なお、モニタリングデータの標準は、英国内で産学官が連携

して組織される Marine Environmental Data and Information Network（MEDIN）により策定

され、この MEDIN によりデータに品質が担保される。 

 

２-３-３．オランダにおけるモニタリング制度の特徴 

オランダでは、2016 年以前は、洋上風力発電所の所有者に影響のモニタリング・調査

が義務付けられていたが、2016 年以降、モニタリングを公共事業・水管理総局

（Rijkswaterstaat）においてセントラル化し、長期間の研究プログラム（Wozep プログラ

ム）が開始され、Wozep プログラムでモニタリングが実施されている。Wozep プログラム

は、以下のように洋上風力発電政策の PDCA の一環と位置付けられている（図 8 Wozep

プログラムの PDCA サイクル）。Wozep プログラムの結果は、洋上風力発電サイトの決

定、環境アセスメント、入札等に活用される。なお、環境アセスメントにおいては、KEC

（生態学的および累積的影響を評価するためのフレームワーク）を用い、累積影響評価が

実施されている。 

 

図 8 Wozep プログラムの PDCA サイクル 
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２-３-３-１．モニタリングの実施 

公共事業・水管理総局は、洋上風力発電所の設計から解体までの全段階において、ライ

センス保有者（事業者）が事前に定められた要件（環境影響・安全性等）を充足している

ことを確認する目的でモニタリングを実施する。なお、ライセンス保有者（事業者）は金

銭的な報酬なしで公共事業・水管理総局が実施するモニタリングに協力しなければならな

い。 

 

２-３-３-２．モニタリング結果の政策への反映 

オランダでは、Wozep プログラムによる知見の集積の結果、事業者に対する、公募時点で

の配慮事項が定量的に示された事例10が確認されている。 

 

２-３-３-３．モニタリングデータの取り扱い 

 オランダでは、管理計画（Data Management Plan (DMP)）に基づき、研究データの透明

性確保、今後の洋上風力発電の新設時の環境影響評価時における活用を目的とし、Wozep

プログラムで取得されたデータの保管、管理、公開がされている。なお、データの保管、

管理、公開は公共事業・水管理総局が主導で実施し、Wozep プログラムで取得されたすべ

てのデータ提供が義務付けられている。 

なお、データの所有権は公共事業・水管理総局やモニタリングプロジェクトに出資した企

業にあり、無制限の使用権も有している。また、一般公開されていないデータについて

 
10 Egmond  aan  Zee 洋上風力発電所（風車 36 基、出力計 3MW）では、渡り鳥の夜間の集団移動に関するモ

ニタリングを実施し、風車から 1km の範囲内において、1 時間当たりローター高で 250 羽の鳥が飛行する際

に風車を停止する場合、年間で 1.6%の時間発電機が停止し、上位 11％の衝突リスクを回避できることを示し

た。この知見に基づき、Wind Farm Site Decision には、「経済気候政策大臣が指定する鳥の大量移動時に、

日没から日の出までの間風車の回転数を 2 回転/分以下（実質的に停止）にする」ことという規定がなされ

た。なお、渡り鳥の大量移動時とは、風車から 1km の範囲内において、1 時間当たりローター高で 500 羽の

鳥が飛行する場合を示す。本対応については、2023 年 7 月よりすべてのウインドファームで適用される。 
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も、公共事業・水管理総局に代わって事業を実施している研究の関係者や、公共事業・水

管理総局の許可取得者については、データの使用が可能となる場合がある。 

 

２-３-４．デンマークにおけるモニタリング制度の特徴 

デンマークでは、Danish Environmental Protection Agency 及び Danish Energy Agency 
（DEA）が事業者と共同で長期モニタリングを実施（2000 年-2006 年及び 2007 年-2012
年）、風車の建設及び稼働による環境影響を評価した。当該結果により、適切な環境配慮
の下では、風車の建設及び稼働による環境への悪影響を回避可能と結論付けられている11。 
  

 
11  ネズミイルカ科（porpoises）は、風車建設時は騒音の影響で数が減少したが、一定の時間を経て回復した

ことや、鳥類は風車を回避して飛行しており、衝突の危険性は低かったとの評価がされている。 



23 

 

３． 新たな制度の目的  

前記の現行制度における課題を踏まえれば、次の２点の実現を旨として、新たに洋上風
力発電に係る最適な環境アセスメント制度を構築が必要である。  

 
① 2050年カーボンニュートラルの実現に向け、洋上風力発電の導入の円滑化を図る。  
 

洋上風力発電は大量導入やコスト低減が可能であるとともに、経済波及効果が大きいこ
とから、再生可能エネルギー主力電源化の切り札として推進していくことが必要である。
2050年カーボンニュートラルの達成を見据えて、新たな制度の導入によって、洋上風力発
電がより円滑・迅速に導入される仕組みを構築する。  
 
② 洋上風力発電事業の実施に当たり、関係者と十分なコミュニケーションを図った上

で、適正な環境配慮が確保された事業計画とすることを担保することにより、当該事
業に対する理解醸成に寄与し、洋上風力発電の受容性を高めることに資する。  

 
環境アセスメント制度の趣旨は、事業者自らがあらかじめ事業の実施前に環境

への影響を評価し、その方法や結果を公表して、国、地方公共団体や国民等から
幅広く意見を聴き、それらの意見を踏まえることで、環境の保全の観点から、よ
りよい事業が行われるようにすることである。こうした環境アセスメント制度の
趣旨を前提とした上で、新たな制度においても、事業計画に係る環境情報等につ
いて関係者との十分なコミュニケーションを図った上で、適正な環境配慮が確保
された事業計画とすることを担保することにより、洋上風力発電の理解醸成に寄
与し、これにより当該事業の受容性を高めることに資する仕組みを構築する。 
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４．新たな制度を検討する際の基本的な視点 

前記の目的を達成するためには、今後の新たな制度の検討に当たって、以下に列挙した

視点を基本として、検討の方向性を整理する必要がある。 

① 再エネ海域利用法に基づくプロセスと環境アセスメント制度の連携 

 2050 年カーボンニュートラル実現に向けて、現状、再エネ海域利用法に基づき洋

上風力発電の案件形成が進められているところ、今後も洋上風力発電の円滑な導入を

図るためには、現行の再エネ海域利用法のプロセスを前提として、当該プロセス全体

が円滑に進められる必要性を踏まえつつ、同プロセスと相互に連携するよう環境アセ

スメント制度を最適化していくことが必要である。 

② 事業者の予見可能性の確保 

 2050 年カーボンニュートラル実現に向けて洋上風力発電の円滑な導入を図るため

には、洋上風力発電を実施する事業者における事業の予見可能性が確保され得る仕組

みとすることが必要である。 

③ 領海と EEZは原則同様の仕組みとする 

 国連海洋法条約（UNCLOS）上においては、領海か EEZ かを問わず、海洋環境を

保護し、保全する義務及び環境アセスメントを実施する義務が締約国に課せられてい

る。国内法・国際法上における領海・EEZ における沿岸国の権利・義務及び管轄権の

違いから、制度上差異が生じることはあり得るものの、新たな環境アセスメント制度

においても、領海と EEZ で実施される洋上風力発電について、同等の環境配慮の質が

確保される必要がある。また、将来的には領海と EEZ にまたがる洋上風力発電事業も

想定され得ることから、その場合であっても事業者の予見可能性等を確保し、混乱を

招かないような制度を措置することが必要である。 

④ 環境配慮の質の担保 

 領海・EEZ ともに、国連海洋法条約（UNCLOS）により求められる義務や環境ア

セスメントの義務を遵守する制度とする必要がある。このため、新たな制度の検討に
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当たっては、国連海洋法条約を遵守するための他国の国家実行や 2023 年 3 月に合意

に達し、同年 6 月に採択に至った「国家管轄権外区域における海洋生物多様性の保全

と持続可能な利用に関する条約（BBNJ 条約：Marine Biological Diversity of Areas 

beyond National Jurisdiction）12」等の内容等を踏まえるとともに、洋上風力発電の案

件形成から事業終了までのライフサイクル全体の期間の長さに鑑み、当該期間を通じ

て、国際的に求められる水準の環境配慮が行われる制度とすることが必要である。 

 また、地域や関係者の洋上風力発電の受容性を高め、洋上風力発電の円滑な導入を

図る観点からも、必要な 環境配慮の質が担保されることが不可欠である。 

⑤ 環境影響の相互理解のために必要な関係者とのコミュニケーションの確保 

 事業計画の環境影響について、地域や関係者における理解の促進を図ることで、当

該事業の受容性を高めることができることからも、環境アセスメント手続を通じて関

係者との十分なコミュニケーションを図ることは、洋上風力発電の導入円滑化を図る

上で必要である。 

 また、EU 指令や国連開発計画（UNEP）におけるガイドライン13等、国際的には、

環境アセスメントの内容やその結果について、関係者とのコミュニケーションを図る

ことが必要とされていることからも、新たな制度においても適切なコミュニケーショ

ンが確保される仕組みとすることが必要である。 

⑥ 事業者選定後の環境アセスメントの迅速化 

 
12 生物多様性条約が主眼とする国家管轄権内の生物多様性の保全に加え、国家管轄権外（公海及び深海底）の

海洋生物多様性（BBNJ）についても国際ルールが必要であるとの国際的な認識が高まり、国連で議論が開始

され、2004 年から議論を開始し、2023 年 3 月に BBNJ 条約が合意に達し、同年 6 月に採択に至った。（参考

p.●-●） 

13 環境アセスメントの目標と原則（UNEP - UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME Goals 

and Principles of Environmental Impact Assessment）

https://elaw.org/system/files/unep.EIA_.guidelines.and_.principles.pdf 
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 2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、洋上風力発電の最大限導入を進め

るためには、事業者選定後から運転開始までのリードタイムを短縮し、洋上風力発電

の迅速な導入が図られることが重要である。 

新たな制度においては、適正な環境配慮が確保されること、地域とのコミュニケー

ションが丁寧に実施されることを前提とした上で、事業者選定前の期間において国が

担うべき役割を整理し、より合理的な環境アセスメントの実施を可能とするような仕

組みとすることが重要である。その際、事業者選定前の期間も不必要に長期化するこ

とがないようにすることに留意が必要。 

⑦ 個別事業に係る環境アセスメントの結果や環境影響のデータを踏まえた科学的知見の

充実と共有 

 環境アセスメントにおいては、環境影響の未然防止が大前提にあるものの、現状に

おいては、洋上風力発電事業の実績が少なく、洋上風力発電の環境影響に係る科学的

知見が必ずしも十分でないこと、また、必要な環境配慮を行うための調査や予測・評

価の知見も十分でないため、環境影響の予測の不確実性が高いことから、国全体とし

て洋上風力発電に係る環境影響の科学的知見を充実・共有していくことが必要である。 

 こうした、科学的知見の充実・共有が行われれば、より合理性のある環境アセスメ

ントの実施が可能となり、理解醸成に寄与し、洋上風力発電の円滑な導入に資するこ

ととなる。例えば、渡り鳥の経路と風車が重なっている場合において、当該渡り鳥が

回避するとの知見が得られれば、風車と渡り鳥が共存できることを前提とした議論が

可能となる。  
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５．新たな制度の在り方について 

５-１． 環境アセスメント手続の全体的な流れ及び再エネ海域利用法との連携の流れ 

本検討会では、令和４年度検討会で整理された結果を踏まえ、新たな制度の検討の方向

性に位置づけられる「区域選定における環境配慮手続」から「アセスメントの実施」に至

るプロセスにおける、＜環境アセスメント手続の全体的な流れ及び再エネ海域利用法との

連携の流れ＞について、議論を行った結果を踏まえ、下記に示すプロセスごとに、新たな

環境アセスメントの具体的な手続の在り方は以下のとおり（図 9）。 

１．区域選定における環境配慮手続 

２．環境アセスメント等の設計手続 

３．現地調査結果を踏まえた環境影響が懸念される項目の選別・対応方針の決定等 

４．選定された事業者による環境アセスメント手続 
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図 9 新たな環境アセスメント制度における具体的な手続の流れ 
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５-１-１． 区域選定における環境配慮手続の在り方について 

＜趣旨＞ 

再エネ海域利用法に基づき国が区域選定を進める段階において、適切に環境配慮の質

を確保するため、国（環境省）は環境配慮のための手続（以下「区域選定における環境

配慮手続」という。）を実施することとする。 

当該手続の実施に当たっては、関心を有する者や地域における環境影響についての理

解促進を図るため、区域選定における環境配慮手続のプロセスを新たな制度に明確に位

置づけることとする。また、環境配慮に係る情報・検討内容の客観性・信頼性を確保す

るため、区域選定における環境配慮の検討段階において国（環境省）は有識者からの情

報収集・意見聴取を行う。更に、原則として有望区域が公表された後に、後述する環境

アセスメント等の設計書案において当該区域選定における環境配慮に係る検討結果につ

いて公表し環境の見地から意見を有する者等から意見聴取等することとする。 

＜具体的な手続の流れ（図 10）＞ 

① 洋上風力発電事業が見込まれる区域（現行の再エネ海域利用法のスキームの場合、
都道府県から情報提供が行われた区域）について、国（環境省）は当該区域におい
て洋上風力発電を実施する場合において重大な影響の回避・低減のため環境配慮が
必要な事項を選定し、その影響について、文献調査結果に基づき、簡易な手法によ
る予測・評価を実施し取りまとめる。 

② 文献調査及び簡易な手法による予測・評価を行うに当たっては、国（環境省）は、
当該海域の情報（※）について有識者から情報収集・意見聴取を行う。（情報管理
の観点から、具体的な区域が明らかにされていない段階（原則として有望区域の公
表前の段階）において当該情報収集は非公開で実施し、事後的に結果を公表す
る。）。 

（※）渡り鳥のルート等が想定される。 
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③ 国（環境省）は、文献調査及び簡易な手法による予測・評価の結果が再エネ海域利
用法における有望区域検討のプロセスに適切に反映される様、経済産業省（資源エ
ネルギー庁）・国土交通省と必要な調整を行う。 

具体的には、洋上風力発電の実施に当たって、事業計画（具体的な事業諸元の決
定段階）において配慮をしてもなお重大な影響の回避・低減が図られないおそれが
あり、従って区域に選定することが適切ではない部分が存在すると国（環境省）が
判断する場合においては、有望区域からは当該部分が除外されるよう調整を行う。 

また、事業計画（具体的な事業諸元の決定段階）における適切な環境配慮を要す
る事項については、国（環境省）が後述する環境アセスメント等の設計の検討にお
いて文献調査及び簡易な手法による予測・評価の結果を適切に活用することとする。 

④ 原則として有望区域が公表された後に、当該区域選定における環境配慮に係る検討
結果（検討の基礎とした文献情報、有識者からの情報・知見を含む。）について後
述する環境アセスメント等の設計書案において記載し、当該案の情報収集・意見聴
取の際、環境の見地から意見を有する者等から意見聴取等をすることとする。 

その際、当該区域選定における環境配慮に係る検討の結果、有望区域の選定から
除外された区域については、その理由とともに公開することとする（その他の公益
の観点から公開が困難な場合を除く）。 

（※） 現行の再エネ海域利用法のスキームの場合、有望区域の公表前の段階におい

て、具体的な区域は公にされていない。このため、有望な区域の公表に先立っ

て国（環境省）が環境配慮のための手続を実施する具体的な区域を公にするこ

とは、法定協議会設置に当たっての利害関係者との調整に影響を与えるなどの

課題があることから、有望な区域の公表前に行われた国（環境省）による環境

配慮のための手続の状況について、区域の整理に係る調整が完了し、有望な区

域が公となった段階において公表することを原則とする。 

他方で、当該手続は、透明性を確保し実施されるべきであるため、利害関係

者の調整上支障がない場合には、区域ごとの状況を踏まえ、具体的な区域を公

にすることについて支障のない状況であると経済産業省（資源エネルギー
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庁）・国土交通省において判断される場合には、当該手続を、透明性を高めて

実施することが考えられる。 

具体的には、有望な区域が公となる前の段階において14、国（環境省）による

環境配慮のための所要の検討の状況について、対象となる具体的な区域ととも

に環境アセスメント等の設計書案に記載・公表し、意見聴取等を行った上で、

当該意見聴取等の結果が再エネ海域利用法における有望区域検討のプロセスに

適切に反映される様、経済産業省（資源エネルギー庁）・国土交通省と必要な

調整を行う。 

（例えば、有望区域の選定前に、経済産業省（資源エネルギー庁）又は国土

交通省による風況・地盤調査が実施される場合において、当該調査の対象とな

る区域が公となっているときは、国（環境省）は当該区域について環境配慮の

ための所要の検討を行い、当該検討の状況について環境アセスメント等の設計

書案に記載・公表し、意見聴取等を行うことが考えられる（図 11）。 

 

 
14 有望区域の選定前段階において、可能な場合は、設計書確定後のプロセス（現地調査等）も前倒しで実施す

ることが考えられる。 
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図 10 区域選定における環境配慮手続の在り方について（具体的な手続の流れ） 
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図 11 区域選定における環境配慮手続（基本形とより早期に公表手続の実施が可能な場

合） 
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５-１-２． 環境アセスメント等の設計手続 の在り方について 

＜趣旨＞ 

洋上風力発電について工事中及び稼働中における適正な環境配慮を確保するために

は、事業実施前の環境アセスメントや工事中・稼働中におけるモニタリング（以下「モ

ニタリング」という。）が事業の特性・海域の状況に応じて、最新の科学的知見を踏ま

え、効果的・効率的に実施されることが必要であり、そのためには、国（環境省）が環

境アセスメント等の方法を適切に設計することが重要である。 

また、国（環境省）が環境アセスメント等の方法を設計するに当たっては、幅広い情

報収集を行い適正な環境配慮を確保すること、事業に係る環境影響の理解の促進を図る

こと、また、事業者選定後に追加調査等の手続の手戻りを防ぐため、関心を有する者・

地域等に対して広く適切に情報共有を図った上で、環境の見地からの幅広い情報・知見

を収集する機会を確保することが重要である。 

 

このため、国（環境省）は、幅広い情報・知見を収集した上で、環境アセスメント等

の方法（事業実施前の環境アセスメントについて、どのような項目についてどのように

実施するか）を予め環境アセスメント等の設計書（「環境アセスメント等の設計書」と

いう。）の案として取りまとめることとする。 

また、モニタリングは、最新の科学的知見を踏まえ、海域の状況・事業形態に応じて

実施されることが必要であることから、事業ごとにその内容を検討・決定することとす

る。その際、洋上風力発電の環境影響を把握するためには、事前の現地調査による現況

把握とモニタリングによる稼働中の環境状況の把握の内容については併せて考える必要

がある。 

具体的には、事業者の予見性確保の観点からは、事前にモニタリングの内容を明らか

としておくことが有効であることから、設計書案において、国が行うモニタリングを含

め必要と考えられるモニタリングの項目や考え方を公表する。 

その後、当該案について、地方公共団体や発電所設置の許認可等の所管省庁である経

済産業省、住民その他環境保全の見地から意見を有する者（事業の実施に関心がある者
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その他の関係者を含む）から幅広く情報収集・意見聴取も実施した上で、当該環境アセ

スメント等の設計書を確定することとする。 

公募で選定された事業者（「選定事業者」という。）は、当該確定した環境アセスメ

ント等の設計書に基づき、環境アセスメントを行うこととなるが、環境アセスメント等

の設計書案の検討時には予見できなかった事情変更（新たな環境情報の取得等）があっ

た場合において、適正な環境配慮を確保する観点から、確定された設計書に記載された

事項（事業実施前の環境アセスメントの方法等）の補正を行った上で環境アセスメント

の実施が必要であるときは、事業者においてその旨を環境影響評価準備書（現行のアセ

ス法において環境影響評価書の案を指す名称。以下「準備書」という。）に記載の上、

意見聴取等の手続を行うものとする。 

また、選定事業者が行うモニタリングについては、事業者において、設計書案で示さ

れた考え方を踏まえ、現地調査結果を活用し実施した予測・評価及び講じることとする

環境保全措置に鑑み必要となる内容を準備書に記載の上、意見聴取等手続きを行うもの

とする。 

 

 

＜具体的な手続の流れ（図 12）＞ 

① 国（環境省）は、区域選定における環境配慮手続の結果等を踏まえ、環境アセスメン

ト等の設計書案を策定する。環境アセスメント等の設計書案の検討に当たっては、必

要な事項について有識者からの情報収集・意見聴取を実施する。 

（再エネ海域利用法の区域選定プロセスの進行に合わせ、適切に環境アセスメントの

プロセスを進めるため、環境アセスメント等の設計書案の検討は、都道府県からの情

報提供があった段階から、区域選定における環境配慮の検討と並行して整理を進め

る。） 

② 国（環境省）は、環境アセスメント等の設計書案においては、事業の特性・海域の状

況に応じて、最新の科学的知見を踏まえ、主に以下の事項について取りまとめること

とする。 
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１）事業実施が見込まれる区域（有望区域） 

２）想定される事業形態の概略 

※事業形態の概略として記載すべき事項については、調査項目・内容等に影響を

与えうる事項が想定される。例えば、浮体式／着床式の別といった大枠の構造

が考えられるが、施行までの間に海外事例等を分析し最新の環境アセスメント

の知見を踏まえ、記載事項について技術的整理が必要。 

３）区域選定における環境配慮手続の結果 

 ※検討の基礎とした文献情報、有識者からの情報・知見を含む。 

また、区域選定における環境配慮に係る検討の結果、有望区域の選定から除外

された区域については、その理由とともに記載する（その他の公益の観点から

公開が困難な場合を除く）。 

４）事業実施前の環境アセスメントの方法について 

○現地調査等（現地調査その他の調査をいう。以下同じ。）の内容（調査項

目・手法、調査区域、調査期間等） 

※項目選定の採否の理由を明らかにして記載する。 

○現地調査等の結果の活用方法（当該調査によって得られる結果を踏まえどの

ように予測・評価を行うのか） 

・国（環境省）が行う環境影響が懸念される項目の選別・対応方針の決定

等においてどのように活用するのか 

・選定事業者が行う環境アセスメントにおいてどのように活用するのか 

５）必要性が想定される国または事業者が行うモニタリングの項目や考え方 

③ 国（環境省）は、原則として有望区域が公表された後に、環境アセスメント等の設計

書案を公表し、適切な方法で説明会を実施（※１）することとする。その上で、下記

の者からの情報収集・意見聴取を実施することとする（※２）。 
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④ 国（環境省）は、聴取した意見等をもとに環境アセスメント等の設計書案の内容につ

いて検討し、必要に応じて有識者からの意見聴取等を行い、修正を実施した上で、環

境アセスメント等の設計書として確定し、公表（※３）する。 

（※１）海域の特性等に応じ、広く関心を有する者がアクセス可能となるような適切

な方法で実施。 

（※２）区域選定における環境配慮に係る検討結果についても、情報収集・意見聴取

の対象とする。 

（※３）意見聴取等の内容及び当該意見等に係る検討結果を含む。 

 

＜意見聴取等の対象について＞ 

・経済産業省（発電所設置の許認可等を所管の立場）  

・地方公共団体（都道府県、市町村） 

・住民その他環境保全の見地から意見を有する者（事業の実施に関心がある者その

他の関係者を含む） 
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図 12 環境アセスメント等の設計手続の在り方について（具体的な手続の流れ） 
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５-１-３． 現地調査結果を踏まえた環境影響が懸念される項目の選別・対応方針の決定

等の在り方について 

＜趣旨＞ 

事業に係る環境配慮を適切に確保するとともに、事業者の予見可能性を高める観点か

ら、国（環境省）が行った現地調査等の結果等を踏まえ、再エネ海域利用法における促進

区域の指定や公募に参加し選定される事業者が立案する事業計画に適切に反映させること

が重要である。 

国（環境省）が行った現地調査等の結果、当該海域において洋上風力発電の実施に当た

って考慮すべき環境影響に係る重大な懸念事項が判明した場合は、促進区域指定のプロセ

ス段階において適切に公表するとともに、促進区域の指定に当たって適切に考慮されるこ

とを確保されることが必要である。 

また、国（環境省）の現地調査等の結果を適切に踏まえ、選定事業者において必要な環

境配慮が確保された事業計画が立案される仕組みとすることが肝要である。具体的には、

国（環境省）が現地調査等の結果（加工・整理前の１次データやその取りまとめ結果など

を含む）を取りまとめ、環境影響が懸念される項目の選別・対応方針の決定等を行った上

で、その情報を公表することが必要である。 

このため、国（環境省）は、現地調査を踏まえた環境影響が懸念される項目の選別・対

応方針の決定の結果に基づき、再エネ海域利用法における促進区域指定や選定事業者が立

案する事業計画に適切に反映される様、経済産業省（資源エネルギー庁）・国土交通省と

必要な調整を行うこととする。  
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＜具体的な手続の流れ（図 13）＞ 

① 国（環境省）は、環境アセスメント等の設計書において記載したところにより、現地

調査等の結果に基づき、環境影響が懸念される項目を選別した上で、環境影響の程度

を見積もり、環境影響が懸念される事項については、下記の二つの対応方針のいずれ

に該当するものかに振り分ける15。この検討に当たっては、必要な事項について、有

識者から情報収集・意見聴取を実施するものとする。また、当該検討の結果につい

て、環境の見地から意見を有する者等から意見聴取等を実施した上で決定することと

する。 

１）事業者が作成する事業計画（具体的な事業諸元の決定段階）において配慮をして

もなお重大な影響の回避・低減が図られないおそれがあり、環境の保全上の支障を生

ずるおそれがあるため風車の立地等に適さない部分が存在すると判断するもの 

２）事業者が作成する事業計画（具体的な事業諸元の決定段階）において影響の回

避・低減のための適切な環境配慮を要する（※）と判断するもの 

※選定事業者において、影響の回避・低減のため、事業内容の仕様・条件（風車の位置や規

模（高さ等）、運転に係る環境保全措置の仕様・条件等）や環境アセスメントにおいて適

正な環境配慮を行うことが求められるもの 

 

② 国（環境省）は、現地調査等を踏まえた環境影響が懸念される項目の選別・対応方針

の決定の結果について再エネ海域利用法における促進区域指定のプロセスや公募に参

加し選定される事業者が立案する事業計画に適切に反映される様、経済産業省（資源

エネルギー庁）・国土交通省と下記のとおり必要な調整を行う。 

 
15 なお、設計書に基づいて実施された現地調査等の結果を踏まえ、選定事業者が行う環境アセスメントの適正
な実施のため追加的な現地調査が必要だと国（環境省）が判断した場合には、環境影響が懸念される項目の選
別・対応方針の決定等のプロセスと並行して、国（環境省）が当該現地調査を補足的に実施するなど、対応策
を検討することとする。 
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また、当該環境影響が懸念される項目の選別・対応方針の決定の結果及びそれを踏

まえた調整結果については、各々の促進区域指定のプロセスにおいて、適切に公表を

行う16。 

１）①の１）に該当する場合においては、促進区域の指定段階において、重大な影響

の回避・低減のため、必要な部分について風車の立地制約を加える等の必要な措置を

講じる17。 

２）①の２）に該当する場合においては、事業計画（具体的な事業諸元の検討段階）

及び選定事業者による環境アセスメントにおいて適切な配慮がなされるよう、選定事

業者が影響の回避・低減のための適正な環境配慮を行うことが担保されるよう必要な

措置を講じる18。 

※可能な場合には、定量的な条件を記載することが重要（事業の実施に当たり定量

的な条件を記載できない場合においても、適正な環境配慮の観点から必要な場合は定

性的な条件を記載する）。 

なお、現地調査等の結果、環境影響の懸念が大きくないことが確認された場合にお

いては、その旨を適切に公表することとする。 

 
16 現地調査等の結果（加工・整理前の１次データやその取りまとめ結果などを含む）を取りまとめ、環境影響
が懸念される項目の選別・対応方針の決定等を行った上でその情報を公表する。 
17 例えば、現地調査等の結果を踏まえ、海鳥が高頻度で利用している海域の存在が判明し、風車が当該海域に
立地されれば看過できない環境保全上の支障が生じるおそれがあると判断される場合には、当該海域に風車の
立地制約を加えること（海底ケーブル等は設置が可能な場合がある）とする。 
18 例えば、公募に参加し選定される事業者が立案する事業計画において、現地調査等の結果を踏まえ、当該海
域において海鳥の存在が確認された場合において、当該海鳥の利用空間は海面から一定高度未満の間に限定さ
れることが判明したときは、海鳥への重大な影響を回避するため、ブレードの高さを一定高度以上に設定する
ことを求めることとする。 



42 

 

 

図 13 現地調査結果を踏まえた環境影響が懸念される項目の選別・対応方針の決定等の在り方
について（具体的な手続の流れ） 
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５-１-４． 選定事業者による環境アセスメント手続の在り方について 

＜趣旨＞ 

適正な環境配慮を確保するためには、具体的な事業諸元を含む事業計画が明らかになっ

てから、当該事業計画に係る環境影響の予測・評価を実施することが必要であることか

ら、選定された事業者は、確定した環境アセスメント等の設計書に基づき、国が行った調

査結果を踏まえ、具体的な事業諸元を含む事業計画に係る予測・評価等の環境アセスメン

ト手続を行うこととする。 

なお、選定事業者による環境アセスメント手続においても、適正な環境配慮を図るため

に、関心を有する者・地域等に対して広く適切に情報共有を図った上で、環境の見地から

の幅広い情報・知見を収集する機会を確保することとする。 

 

＜具体的な手続の流れ（図 14）＞ 

事業者は、公募プロセスにおいて、事業者公募要件において示された条件を満たす具体的

な事業諸元（風車の配置、機種、基数等）を記載した事業計画を公募占用計画として提

出。選定事業者は、海域の詳細な地盤調査等を実施した上で、その結果を踏まえ、事業諸

元を精査する。 

① 選定事業者は、事業計画（具体的な事業諸元を含む。）に基づき、環境アセスメント

等の設計書19に基づき、国（環境省）の実施した現地調査等の結果（※）及び環境影

響が懸念される項目の選別・対応方針の決定の結果を活用し、洋上風力発電事業の実

施に係る環境アセスメントを実施し、準備書を取りまとめる。 

 
19なお、環境アセスメント等の設計書案の検討時には予見できなかった事情変更（新たな環境情報の取得

等）があった場合において、適正な環境配慮を確保する観点から、確定された設計書に記載された事項

（事業実施前の環境アセスメントの方法等）の補正を行った上で当該環境アセスメント等の実施が必要で

あるときは、選定事業者においてその旨を準備書に記載の上、意見聴取等の手続を実施するものとする。

（p.35 再掲） 
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※選定事業者の判断により、より適正な環境配慮を確保する観点から追加的な現地調

査を実施した場合や海域の詳細な地盤調査の際に得られた新たな環境情報があれば、

当該結果を含め、準備書に記載することとする。 

② 選定事業者は、準備書について、公表するとともに適切な方法で説明会を実施するこ

ととする。その上で、下記の者からの情報収集・意見聴取を実施することとする。ま

た、経済産業省は、環境省の意見を踏まえ、準備書について勧告を行うことができる

ものとする。 

 

＜意見聴取等の対象について＞ 

・地方公共団体（都道府県、市町村） 

・住民その他環境保全の見地から意見を有する者 

③ 選定事業者は、経済産業省の勧告や聴取した意見等をもとに準備書の内容について検

討し、必要に応じて修正を実施（※１）した上で、環境影響評価書（以下「評価書」

という。）（※２）を作成する。 

（※１）適正な環境配慮の確保の観点から、必要に応じ、事業計画（環境保全措置を含

む）の修正を行った上で、予測・評価を再実施するものとする。 

（※２）意見聴取等の内容及び当該意見等に係る検討結果を含む。 

④ 経済産業省は、評価書の内容について確認し、適正な環境配慮が確保されるよう必要

に応じて変更を求める。適正な環境配慮が確保されていることが確認されれば評価書

が確定され、選定事業者は確定された評価書を公表する。 
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図 14 選定事業者による環境アセスメント手続の在り方について（具体的な手続の流れ） 
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５-１-５．まとめ 

5-1-１～5-1-4 までを総括し、下記のとおり、新たな環境アセスメントの具体的な手続の

在り方（図 15）及び再エネ海域利用法との連携の流れ（図 16）を示す。 
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図 15 今後あるべき環境アセスメントの全体的な流れについて 
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図 16 今後あるべき再エネ海域利用法との連携の流れについて 
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５-２．洋上風力発電の環境影響に係る不確実性への対応について 

 

① モニタリングの目的及び必要性 

2050 年カーボンニュートラルに向け、将来的に持続的な案件形成を行うためには、先

行事業による環境影響の程度を適切に把握し、後続する事業において、あらかじめ適切な

環境配慮の確保を図ることで、洋上風力事業に係る環境配慮の適切化のための好循環を構

築する必要がある。これにより、将来にわたって国全体における洋上風力事業による総体

的な環境負荷を下げ、長期的に見て洋上風力事業全体の環境配慮を適切に図ることが重

要。 

他方、洋上風力発電については、わが国では導入実績がごくわずかであり、現時点にお

いて国内でのアセス法等に基づく環境影響評価手続の実績がわずか（陸上風力発電の準備

書に対する環境大臣意見の発出件数が計 153 件であるのに対し、洋上風力発電（着床式）

の準備書に対する環境大臣意見の発出件数は計９件（令和５年７月時点））であるとこ

ろ、今後、国（環境省）において、洋上風力発電による環境影響に関する科学的知見を蓄

積していくことが必要。 

また、海域の環境は、海流や水温といった自然環境の基盤となる要素が年によって大き

く変動し、中・長期的な変化を伴うため、事前の現地調査により得られた情報では地域特

性を把握する上で必ずしも十分ではない場合も多いという側面がある。さらに、洋上風力

発電については、環境影響の科学的知見が不十分であり、事前の影響予測・評価を十全に

実施することが困難な側面が否めず、環境保全措置を講じた場合においてもその効果の不

確実性が高い項目がある。 

これらの状況を踏まえ、国（環境省）又は事業者は、工事中及び稼働中において、事業

の実施に係る実際の環境影響を把握（事業実施前に講じた環境保全措置の有効性の確認を

含む。）することにより環境影響に関する予測・評価手法及びそれを踏まえた環境保全措

置に係る知見を充実させ、環境影響に関する予見可能性を高め、長期的に案件形成が必要

とされる洋上風力事業全体の環境配慮の確保等のために必要なモニタリング20を行うこと

とする（図 17）。 

 
20 ここでいうモニタリングとは、アセス法に基づく「事後調査」及びアセス法の運用における「環境監視」

の双方を意味するもの。（アセス法に基づく「事後調査」とは、「環境保全措置が将来判明すべき環境の状況

に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置」をいい、アセス法の運用における

「環境監視」とは、「事後調査」以外で、事業者が他の法令等に基づき、あるいは必要に応じて実施する環境

の状況等を継続的に把握するための調査・測定等の取組をいう。） 



50 

 

 

図 17 工事中及び稼働中におけるモニタリングの実施 
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② モニタリングの種類 

 モニタリングの種類は下記２つが挙げられる。 

１）個別事業について、事業着手後に当該事業に係る追加的環境保全措置を講ずべ

きかどうかの判断を可能とするために必要な情報を収集するための調査  

２）１）以外で、環境の状況等を継続的に把握するための調査・測定等 

 

１）個別事業について、事業着手後に当該事業に係る追加的環境保全措置を講ずべきか

どうかの判断を可能とするために必要な情報を収集するための調査21。事業者が実

施することを想定。 

⇒モニタリングの結果、重大な影響が確認された場合は、追加的な環境保全措置（順

応的な取組22）について検討を行うこととする（⑤において後述）。 

影響が重大でないことが確認された場合は、当該事業において実施された環境保全

措置の有効性の説明、関係者の理解醸成につなげる。  

 

２）１）以外で、環境の状況等を継続的に把握するための調査・測定等23。調査・測定

等の実施範囲、技術的知見、事業者の実行可能性等を踏まえて、国（環境省）と事

業者が適切に役割分担をして実施。 

⇒モニタリングによって得られたデータを収集・分析し、科学的知見の充実を図るこ

とで、 

・後続事業におけるより確度の高い事前のアセスメントを合理的に実施することが

可能となり、事業の環境リスクの予見可能性の向上が図られ適正な環境配慮を確

保し、もって安定的な案件形成につなげる。 

 
21アセス法に基づく事後調査に該当。具体的には、鳥類のタワー、ブレードへの衝突（バードストライク）の

実態把握等が考えられる。 
22 順応的な取組とは、生物多様性基本法（平成二十年法律第五十八号）第３条においては、「事業等の着手

後においても生物の多様性の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え、これを当該事業等に反映

させる」ものとされており、生物多様性国家戦略 2023-2030（令和５年３月閣議決定）においては、「新たに

集積した科学的知見や、施策の実施状況のモニタリング結果の科学的な評価に基づいて、必要な施策の追加・

変更や施策の中止等の見直しを継続して行っていく」ものとされている。 

23
アセス法の運用における環境監視に該当（国が実施するものも含む）。具体的には、海域を利用する動物

（鳥類、海生生物等）の利用状況の変化（稼働後の鳥類の繁殖地と餌場間移動の障害や繁殖状況の確認、渡り

のルート等の変化、海生生物の利用海域の変化）の把握等が考えられる。 
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・将来にわたって国全体における洋上風力事業による総体的な環境負荷を下げ、長

期的に見て洋上風力事業全体の環境配慮を適切に図る。 

 

③ モニタリング内容の検討・決定方法 

モニタリングは、最新の科学的知見を踏まえ、海域の状況・事業形態に応じて実施され

ることが必要であることから、事業ごとにその内容（範囲、項目、手法、期間、頻度等）

を検討・決定することとする。その際、稼働中のモニタリングにより、洋上風力発電の環

境影響を把握するためには、着工前と稼働中における環境の状況を対比して把握する必要

（事前の現地調査（Before）と事後のモニタリング（After）という時間評価軸を対比し

て環境影響を把握する必要）があるため、事前の現地調査による現況把握とモニタリング

による稼働中の環境状況の把握の内容については併せて考える必要がある。 

具体的には、事業者の予見性確保の観点からは、事前にモニタリングの内容を明らか

としておくことが有効であることから、環境アセスメント等の設計書案において、国が

行うモニタリングを含め必要と考えられるモニタリングの項目や考え方を公表する。 

その際、洋上風力発電のモニタリングに係る技術的知見が不十分であることから、当

該知見の確立状況や事業者の実行可能性を踏まえた内容を考慮すべきである。 

また、事業者が行うモニタリングについては、事業者において、環境アセスメント等

の設計書で示された考え方を踏まえ、現地調査結果を活用し実施した予測・評価及び講

じることとする環境保全措置に鑑み必要となる内容を準備書に記載した上で、説明会・

意見聴取プロセスを通じて、評価書において決定することとする。 

 

④ モニタリング結果の一元的管理等 

洋上風力の環境影響に関する知見の向上のためには、モニタリングデータの蓄積・分析

が必要。具体的には、国（環境省）と事業者が連携してデータを収集し、当該データを国

（環境省）が一元的に管理する仕組みを構築することや、国（環境省）が当該データを分

析し、洋上風力による環境影響の調査・予測・評価手法及びその活用方法についての科学

的知見等を充実していくことが必要である。また、当該データは、既存の海洋データベー

スと連携させていくことも重要。一方で、蓄積されるデータのうち、水産資源や希少種等

の保護の観点、防衛政策の観点等から秘匿すべき情報の取扱いについて整理が必要であ

る。 

なお、モニタリングデータを収集し後続案件の環境アセスメント手続に活用していくこ

とは事業者にとって事業予見性を高めることはもとより、洋上風力事業全体の環境配慮の

確保等のメリットがある。一方で、事業者が取得したデータの国への集約については、詳

細な制度検討の際には、財産権等の観点に留意しつつ、業界団体や有識者等の意見を聞き

ながら調整を行う必要がある。 
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⑤ 重大な影響が確認された場合の必要な対応の検討 

＜個別事業のための順応的な取組＞ 

モニタリングを実施した結果、重大な影響が確認された場合における対応策のあり方

（順応的な取組）や、どのように有識者からの意見聴取や関心を有する者等とのコミュニ

ケーションを図っていくかについては、事業者としての考え方を準備書において明らかに

し、意見聴取プロセスにおいて多様な関係者からの情報・意見を踏まえて取りまとめるこ

ととする。 

＜長期的に見て洋上風力事業全体の環境配慮を適切に図るための順応的な取組＞ 

モニタリングの結果、事業の実施による環境影響が明らかになった場合であって、当該

事業において環境影響の低減を図るための順応的な取組を講じることが難しい場合におい

ても、将来案件形成される後続事業も含めた、洋上風力発電事業全体による総体的な環境

負荷が低減されるよう、後続事業において得られた知見を活用し、あらかじめ環境影響の

低減を図っていくなど、洋上風力発電事業全体での順応的な取組を講じていくことも重要

である。 

 

⑥ モニタリング内容及び順応的な取組に関する技術的知見等の整理 

科学的知見の充実に資するよう適切なモニタリングの実施を確保する観点から、適切に

環境影響を把握するためのモニタリングのあり方についての知見の早急な充実が必要。 

このため、事業者の参入意欲の確保や投資側のリスク判断の観点から事業サイドの予見

可能性を確保しつつ、洋上風力発電の環境への適正な配慮がなされ、地域における洋上風

力発電の受容性が確保されるよう、今後、海外の動向や最新の科学的知見も踏まえて、モ

ニタリングのあり方について考え方を整理しておくことが必要である。その際、事業者ご

とにモニタリング方法が異なる場合は、収集したデータの分析が困難になる点も十分に踏

まえ、整理することが重要。 

具体的には、国は、モニタリング内容（範囲、項目、手法、期間、頻度等）及び順応的

な取組の基本的な考え方について、今後施行までに、海外の先進事例を含め、最新の科学

的知見を収集した上で、関係省庁が協同し、関係する各分野の有識者や業界団体、自然保

護団体等とともに検討し、あらかじめ具体的な内容を整理・取りまとめて公表すること、

科学的知見の充実に応じて適時アップデートしていくこととする。その際、事業特性・地

域特性により考え方が異なり得るものについては、その旨を留意点として明らかにしてお

くことが重要である。 

また、モニタリング手法及び得られた情報の活用方法についても、国（環境省）が最新

の知見を踏まえて情報を整理しつつ、必要な技術実証を行うことも重要である。 
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さらに、洋上風力発電による環境影響に関する科学的知見を早急に拡充させていく必要

性を踏まえれば、国（環境省）が優先順位の高い事項について特定の上、研究プログラム

等を実施することなどの検討も必要である。 

加えて、制度施行のタイミングにおいて既に洋上風力発電所の計画、建設や稼働が行わ

れている事業について、事業者と国（環境省）が連携してモニタリングに取り組むことに

より、新たな制度の導入後の可能な限り早期の段階から洋上風力発電の環境影響の実態把

握を国（環境省）が行い、科学的知見の充実を図ることも必要である。 

 

⑦  国際法上の義務 

モニタリングに関しては、国連海洋法条約（UNCLOS）204 条及び 205 条の規定24を踏ま

えると、工事中及び稼働中において、事業が海洋環境を汚染するおそれがあるか否かを決

定するため、事業の影響を監視し、その結果を公表することが必要だと考えられる。具体

的にどのような内容のモニタリングを行えば当該条約の担保することが可能かについて

は、同条約を遵守するための他国の国家実行等も踏まえ、今後モニタリングの内容の基本

的な考え方を整理していく際に検討を行う必要がある25。 

 

  

 
24 第２０４条 汚染の危険又は影響の監視  

１いずれの国も、他の国の権利と両立する形で、直接に又は権限のある国際機関を通じ、認められた科学的方

法によって海洋環境の汚染の危険又は影響を観察し、測定し、評価し及び分析するよう、実行可能な限り努

力する。  

２いずれの国も、特に、自国が許可し又は従事する活動が海洋環境を汚染するおそれがあるか否かを決定する

ため、当該活動の影響を監視する。  

第２０５条 報告の公表  

 いずれの国も、前条の規定により得られた結果についての報告を公表し、又は適当な間隔で権限のある国際

機関に提供する。当該国際機関は、提供された報告をすべての国の利用に供すべきである。 
25 2023 年 3 月に合意に達した「国家管轄権外区域における海洋生物多様性の保全と持続可能な利用に関する

協定（BBNJ 協定：Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction） 」について

は、基本的に国家管轄圏外の区域に適用されるものであるが、EEZ で実施される活動が国家管轄圏外に影響が

及ぶ場合には同協定の規定を遵守する必要あることに加え、従来 UNCLOS 上求められていた環境アセスメント

の実施義務を相当に具体化する要素が含まれているため、同協定の内容も参考にモニタリング内容の基本的な

考え方に関する検討を進める必要がある。 
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５-３．EEZ における環境アセスメントの在り方について 

 令和４年度の内閣府「排他的経済水域（EEZ）における洋上風力発電の実施に係る国際

法上の諸課題に関する検討会取りまとめ」においては、下記にように論点が設定され、考

え方が示されている。 

 
≪論点≫ 
 洋上風力発電をEEZで実施する場合には、海洋環境への影響の評価をいかにして行えば
UNCLOS上の義務を果たせると考えるか。 
 
≪論点に対する考え方≫ 
 EEZにおいて洋上風力発電を実施する場合のEIAについては、国際社会での議論や他国
の国家実行等を踏まえながら、洋上風力に係る環境影響評価制度のあり方の検討を踏まえ
た所要の国内的措置を講じた上で、「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」に基づ
き、国内法令を適用して対応する必要があると考えられる。 
 

上記の検討内容を踏まえ、EEZにおける洋上風力発電の環境アセスメントの在り方にお
いては、以下の内容について考慮する必要があると考えられる。 
 

国連海洋法条約（UNCLOS）上においては、領海かEEZかを問わず、海洋環境を保護
し、保全する義務及び環境アセスメントを実施する義務が締約国に課せられている。国内
法・国際法上における領海・EEZにおける沿岸国の権利・義務及び管轄権の違いから、制
度上差異が生じることはあり得るものの、新たな環境アセスメント制度においても、領海
とEEZで実施される洋上風力発電について、同等の環境配慮の質が確保される必要があ
る。また、将来的には領海とEEZにまたがる洋上風力発電事業も想定され得ることから、
その場合であっても事業者の予見可能性等を確保し、混乱を招かないような制度を措置す
ることが必要である。 
 

環境アセスメント制度の内容等は、今後、洋上風力発電のEEZにおける展開を可能とす
る法制度の検討の進捗状況を踏まえ、具体的に検討すべきであるものの、＜環境アセスメ
ントの全体的な流れ＞については、基本的に同様の考え方を適用することができるのでは
ないか。なお、例えば、区域選定に係る環境配慮手続きについて、現行の再エネ海域利用
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法のスキームとは異なる案件形成がなされる場合（都道府県からの情報提供ではなく、国
自らが、洋上風力発電事業が見込まれる区域を抽出する場合等）においては、当該抽出の
早期段階において、環境配慮手続がなされることが必要である点などは、考え方を一部調
整する必要がある。 
 

ただし、領海内の事業の場合には地方公共団体の関与が重要である一方、EEZにおける
洋上風力発電事業についてはEEZの海域を管轄する地方公共団体が存在しないことから、
EEZにおける環境アセスメントの手続きにおいては、意見聴取対象としての地方公共団体
の取扱に差異が生じるものと考えられる。その際、近隣の地方公共団体から環境配慮の観
点からの懸念が示されることも想定されるところ、法的な手続きの如何に関わらず、関係
地域の懸念を踏まえて対応することが重要である。 
 

また、環境アセスメントの全体的な流れを踏まえて示している＜再エネ海域利用法との

連携の流れ＞については、今後具体化が図られると考えられる洋上風力発電の EEZ にお

ける展開を可能とする法制度に応じて、領海内における連携の流れの趣旨を踏まえ、実質

的に同様の配慮が確保されるよう、所要の措置を検討することが必要ではないか。 
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５-４．その他整理すべき論点 

○ 新たな環境アセスメント制度の導入に当たっては、適切な経過措置が必要である。例
えば、再エネ海域利用法のプロセスが進捗している区域に係る環境アセスメント手続
等の取扱いや新たな制度の施行時点において、既にアセス法等に基づく環境アセスメ
ント手続を開始している事業の取扱いについて検討し、所要の規定を整備しておく必
要がある。 
 
なお、新たな制度の導入直後には洋上風力発電の環境影響等に関する知見が十分でな
いことを踏まえれば、新たな制度については、運用しつつも並行して必要な知見を収
集し、新たな知見に応じて、制度や運用の改良を図ることが必要である。 
 

○ 国（環境省）は、環境アセスメント等の設計手続きにおいて幅広く知見・関心を有す
る者から適切に意見聴取するなど、法令で定められた手続に則り職務上必要な注意義
務を全うして手続きを実施している限りにおいて、その後事業者が選定された後に判
明した新たな環境情報等に基づき追加調査が必要となった場合においても、当該事態
が発生することについて予見可能性があるとはいえず、基本的に事業者に対して国が
法的責任を負うものではないと考えられる。 

 
また、国（環境省）は現地調査等を外部に委託する場合には、万一、当該委託先の過

失等によりデータの過誤等が生じたときに備え、公募で選定された事業者との関係に

おいても当該委託先が免責されないよう契約上の留意を注意深く講じることが必要と

考えられる。契約の際、責任の範囲については、商慣行等も踏まえ適切に検討する必

要がある。  
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５-５．新たな環境アセスメント制度の適正かつ円滑な実施のため留意すべき事項 

２．新たな制度を検討する際の基本的な視点を踏まえ、新たな環境アセスメント制度の

適正かつ円滑な実施のため留意すべき事項を以下に示す。 

５-５-１．各手続段階において共通して留意すべき横断的事項 

〇制度施行にあたっての事前周知や体制整備、技術的知見の取りまとめ 

新たな環境アセスメント制度は、現行制度と大きく異なるものになる。したがって、施

行前において幅広く丁寧に、関係者への事前周知を図っていくことが重要となる。 

また、国が新たな制度を適切に施行できるよう十分な実施体制の整備に向けた検討を行

うことが必要である。 

加えて、洋上における事業についての環境アセスメントの事例や知見、洋上風力発電事

業そのものの環境影響の知見が少なく、また、様々な立場の関係者との円滑な環境情報の

交流等が必要となることから、環境アセスメントを適切に実施するための人材（海域にお

ける環境調査等のための人材や、各地域において環境アセスメントに係る情報交流を適切

に行い関係者間の意思疎通の促進を図るコミュニケーター等）の育成が必要である。 

さらに、洋上風力発電に係る環境アセスメントに関する技術的事項（各手続における調

査の対象とする区域の考え方、環境アセスメント等の設計書に取りまとめる事項、現地調

査結果を踏まえた環境影響が懸念される項目の選別・対応方針の決定等に当たって必要と

なる技術的知見等）については、国（環境省）が海外の先進事例を含め、最新の科学的知

見を収集・取りまとめ、公表することが必要である。その際、どの事業においても共通す

る事項と、個別事業ごとに扱いが異なる事項を区分して効果的かつ効率的な制度の運用に

活かすことが重要である。併せて、事業者の予見可能性の確保の観点からは、評価指標や

ガイダンスの策定が重要であるとの意見もあった。また、設計書の修正や追加調査が必要

となる場合として想定される具体的な事象について整理すべきとの意見があった。 

〇環境配慮手続きの透明性確保 

国（環境省）が実施する環境アセスメントに係る各手続は、透明性を確保し実施される

べきであることから、具体的な区域を公にすることについて支障のない状況であると経済
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産業省（資源エネルギー庁）・国土交通省において判断される場合には、当該手続を前倒

しで実施し、再エネ海域利用法の案件形成のより早期の段階において環境配慮を確保する

ことが望ましい。 

さらに、地域特性・事業特性を踏まえ、適正な環境配慮を確保する観点から、国（環境

省）が各手続段階においてどのような有識者に対して意見聴取等を行うかについて、あら

かじめ整理し、公表しておくことが必要である。 

〇地域への適時適切な情報提供等 

国（環境省）が実施する環境アセスメント手続（モニタリング含む）に係る情報につい

ては、経済産業省（資源エネルギー庁）・国土交通省と調整の上、再エネ海域利用法に基

づく法定協議会に対して適時適切に必要な情報提供がなされることが必要であり、施行に

当たって連携のあり方を検討することが重要である。  

環境アセスメント等の設計書案や準備書の記載事項を周知し、環境情報の広範な収集に

資するよう設計書案や準備書の内容についての理解を促し、対象事業におけるより適正な

環境配慮を確保するため、国（環境省）や選定事業者は説明会を実施することとしている

が、地域の受容性確保の観点から、法令に定められた説明会の開催以外にも、必要な場合

には、地域への丁寧な情報提供を行うなど、事業計画への理解を得られるよう努めること

が重要である。 

EEZ の環境アセスメント手続においては、海底ケーブルや基地港湾を有する自治体の

関与を整理すべきとの意見があった。 

５-５-２．各手続段階において個別に留意すべき事項 

〇区域選定における環境配慮手続に係る事項 

我が国においては、現時点では洋上風力発電が見込まれる区域に係る基礎的な環境情報

（海生生物・海鳥の生息分布、渡り鳥のルート等）が限定的であることから、都道府県が

区域の情報提供を行う際に参考となるような知見を拡充していくとともに、区域選定にお

ける環境配慮手続において適正な配慮を確保していくため、国（環境省）が積極的に基礎

的な環境情報の収集を図ることが必要となる。 
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今後 、再エネ海域利用法のスキームとは異なる案件形成がなされることとなった場合

（例えば、EEZ における洋上風力発電の展開に向けた法整備がなされ、国自らが洋上風力

発電事業が見込まれる区域を抽出する場合等）においては、当該抽出の早期段階におい

て、環境配慮手続がなされるよう検討が必要である。 

また、カーボンニュートラルとネイチャーポジティブの両立の観点から、区域選定にお

ける環境配慮手続においては他法令等に基づく保護地域等（沖合自然環境保全地域や重要

海域等）の扱い等について、予め、考え方を整理しておく必要がある。 

〇環境アセスメント等の設計手続に係る事項 

環境アセスメント等の設計書が確定された後は、新たな環境情報など設計書の確定前に

予見し得なかった事情変更がない限り、国（環境省）が設計書の記載事項を変更すること

はできないため、設計書案の意見聴取段階において、（潜在的又は現存する）法定協議会

の構成員に対し遺漏なきよう周知を行うことが必要である。 

選定事業者は、環境アセスメント等の設計書に基づき環境アセスメントを実施すること

となるため、手戻りを防ぐ観点から、国（環境省）は環境アセスメント等の設計を検討す

る段階において、関連団体（業界団体・事業者、自然保護団体等）の協力を得て、風車に

係る最新の状況（出力、大きさ等）を含む洋上風力発電の最新技術の動向について随時情

報収集し、適切に踏まえることが必要である。さらに、環境アセスメント等の設計書案の

意見聴取段階においては、当該事業に関心を有する事業者に対し周知を行うことが必要で

ある。 
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1-1. 洋上風力発電の環境影響評価制度の最適な在り方に関する検討会 委員等名簿 

（五十音順、敬称略） 
１．委員（◎：座長） 

赤松 友成   公益財団法人笹川平和財団 海洋政策研究所 海洋政策研究部 部長 
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飯田 誠   東京大学先端科学技術研究センター 特任准教授 

大塚 直   早稲田大学 法学部 教授 

北村 毅生   株式会社日本政策投資銀行 ストラクチャードファイナンス部 担当部長 

白山 義久   京都大学 名誉教授 

勢一 智子   西南学院大学 法学部 教授 

関島 恒夫   新潟大学 農学部 教授 

田中 充    法政大学 名誉教授 

中原 裕幸   神奈川大学海とみなと研究所 上席研究員 

錦澤 滋雄   東京工業大学 環境・社会理工学院 融合理工学系 准教授 

西本 健太郎  東北大学大学院 法学研究科 教授 
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２．関係省庁 

環境省 大臣官房 環境影響評価課 

経済産業省 産業保安グループ 電力安全課 

国土交通省 港湾局 海洋・環境課 

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 風力政策室 

 

３．オブザーバー 

内閣府 総合海洋政策推進事務局 

全国知事会 事務局 

公益財団法人 日本自然保護協会 

公益財団法人 日本野鳥の会 

一般社団法人 日本風力発電協会 

一般社団法人 日本環境アセスメント協会  
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1-2. 洋上風力発電の環境影響評価制度の最適な在り方に関する検討会 開催経緯 

検討会 開催日 検討内容 

第 1 回 2023 年５月 11 日 

○ 令和４年度洋上風力発電の環境評価制度の諸課
題に関する検討会の報告（洋上風力発電の新た
な環境影響評価制度の検討の方向性について）
について 

○ 関係団体等へのヒアリング 
 公益財団法人 日本自然保護協会、公益財団法人 

日本野鳥の会 
 一般社団法人 日本風力発電協会 

第 2 回 2023 年６月１日 

○ 洋上風力発電に係る新たな環境影響評価制度の
在り方について 

 環境影響評価の全体的な流れ及び再エネ海域利
用法との連携の流れについて 

第 3 回 2023 年７月 13 日 

○ 洋上風力発電に係る新たな環境影響評価制度の
在り方について 

 環境影響評価の全体的な流れ及び再エネ海域利
用法との連携の流れについて＜第２回検討会資
料２の修正版＞ 

 環境影響評価の全体的な流れ及び再エネ海域利
用法との連携の流れを踏まえた上で整理すべき
論点等について（EEZ における環境アセスメン
トのあり方について等） 

第４回 2023 年７月 31 日 

○ 洋上風力発電に係る新たな環境影響評価制度の
在り方について 

 洋上風力発電の環境影響に係る不確実性への対
応について 

○ 検討会取りまとめ（案）について 
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 洋上風力発電の環境影響評価制度の最適な在り方に関する検討会 参考資料集
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環境影響評価制度検討の背景

環境アセスメント制度について、立地や環境影響などの洋上風力発電の特性を踏まえた最適なあり方を、
関係省庁、地方自治体、事業者等の連携の下検討するとともに、陸上風力等についても引き続き効率
化に取り組む。
また、洋上風力発電の導入促進のため、国等による海域における鳥類等の環境情報の充実及び海外事
例も参考にした風力発電の特性にあった環境保全措置の手法を検討し、考え方を示す。

＜地域脱炭素ロードマップ（2021年６月）、地球温暖化対策計画（2021年10月）＞
風力発電の特性に合った環境アセスメントの最適化等による風力発電促進

＜規制改革実施計画（2022年６月）＞
洋上風力発電等の導入拡大に向けた規制・制度の在り方
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風力発電機の大型化

出典：Technology Roadmap wind energy,2013,IEA 
風車の高さ

東京タワー
出典：東京タワーHPNow

2020～

欧州では洋上で10,000kW級の風力発電機の商用運転が開始されている。今後大規模化が進む見込みであり、
2021年12月に事業者を選定した秋田県、千葉県の３海域では、13,000kWの風車を導入が予定されている。
2040年までに3,000～4,500万kWの案件形成を目標を達成するには、約2,300～約3,500基必要となる。（1基
=13,000kWとした場合）
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洋上風力発電事業の面的な広がり
• 風を受けたローターの風下側は流れに乱れが生じて風のエネルギーが減衰するため、風下に2列目の風車を設置する場合には、

ローター直径の10倍の離隔を空けて配置される。（10MW機、ローター直径140mの風車の風下側は1,400m離して配置され
る。）

• このように、それぞれの風力発電機（風車）は十分な間隔を空けて配置することが必要であり、洋上風力発電事業の対象と
なる海域は、広い範囲におよぶ。



洋上風力発電設備
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30m 50m

100m

ジャケット型 バージ型 セミサブ型 スパー型モノパイル型重力型 TLP型

主な洋上風力発電設備の型式とその特徴

着床式 浮体式

重力型 モノパイル型 ジャケット型 バージ型 TLP型 セミサブ型 スパー型

長所

・保守点検作業が
少ない

・施工が低コスト
・海底の整備が原

則不要

・比較的深い水深
に対応可

・設置時の打設不
要

・構造が単純で低コ
スト化可

・設置時の施工容易

・係留による占用面
積が小さい
・浮体の上下方向

の揺れが抑制される

・港湾施設内で組立が
可能

・浮体動揺が小さい

・構造が単純で製
造容易

・構造上、低コスト
化が見込まれる

課題

・海底整備が必要
・施工難易度が高

い

・地盤の厚みが必
要

・設置時に汚濁が
発生

・構造が複雑で高
コスト

・暴風時の浮体動揺
が大。安全性等の
検証が必要

・係留システムのコ
ストが高い

・構造が複雑で高コス
ト

・施工効率、コストの
観点からコンパクト
化が課題

・浅水域では導入
不可

・施工に水深を要し
設置難

設置
水深

15ｍ以下 30ｍ以下 50ｍ以下 50～100ｍ 50～100ｍ 100ｍ超 100ｍ超

（出所）着床式の設置水深はFoundations in OffshoreWind Farms: Evolution, Characteristics and Range of Use. Analysis of Main Dimensional
Parameters in Monopile Foundationsに示された2018年時点での欧州実績、浮体式は、NEDO資料に基づき記載

○洋上風力発電設備の基礎には、モノパイルやジャケットなどの着床式とセミサブやスパーな
どの浮体式があり、水深や地盤条件などにより導入に適する形式が異なる。
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洋上風力発電の設備概要

設備名 概 要
風力発電機 ・着床式では、海底に固定した基礎の上に、浮体式では海上に係留した浮体構造物の上に、タワー、

ナセル、ブレードが設置される。
・着床式の基礎は、モノパイル式、重力式、ジャケット式など、様々な形式がある。
・浮体式は、浮体構造物の形式や係留の方式により、テンションレグ型、セミサブ型、スパー型、バージ
型、などがある。

海底ケーブル ・風力発電機と変電所、変電所と基幹送電線（変電所が海域に設置されている場合に限る）とを
結ぶケーブルがある。

・送電容量により海底ケーブルの直径は異なる。

• 洋上風力発電の設備は、風力発電機と海底ケーブルで構成される。風力発電機の基礎としては、海底に基
礎を設置する着床式と、浮体構造物を海底から係留する浮体式がある。

• 着床式の場合、海底の底質の状況や水深等により、基礎形式が検討される。また、コストの面から一般的に水
深50mより浅い海域に適用される。50m以深の海域に設置する場合は、浮体式の採用が検討される。

スパー型（長崎県五島市）
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日本周辺海域の風況

（海上100m）

500㎞

出所：NEDO、NeoWins（2018年）
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300㎞

30
0㎞

日本周辺海域の水深

出所：環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）
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日本の排他的経済水域（EEZ）

出所：海上保安庁海洋情報部、「海を拓く」（2020年）

EEZ：200海里（約370㎞）まで
領海：12海里（約22㎞）まで

標準離岸距離

※1海里＝1.852㎞
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洋上風力発電所の稼働状況

北海道せたな町
0.12万kW

(0.06万kW x 2基)

秋田県能代港
8.4万kW

(0.42万kW x 20基)

山形県酒田市
1万kW

(0.2万kW x 5基)

茨城県神栖市
3万kW

(0.2万kW x 15基)

千葉県銚子沖
0.24万kW x 1基

福岡県北九州市沖
0.3万kW x 1基

長崎県五島
0.2万kW x 1基

出所：自然エネルギー財団OSW Project Areas & Transmission Lines (beta version) (renewable-ei.org) 開発状況一覧（2022年11月）
秋田洋上風力発電株式会社HP https://aow.co.jp/jp/eventa/item.cgi?pro&79 （2022年12月）

秋田県秋田港
5.46万kW

(0.42万kW x 13基)
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洋上風力の案件形成促進
2021年度に長崎県五島沖、秋田県2区域、千葉県銚子沖において発電事業者を選定済。（発電設備容量 合計約170万kW）
2022年９月30日に新たに３区域（長崎県西海江島沖、新潟県村上・胎内沖、秋田県男鹿・潟上・秋田沖）を促進区域に指定。
2022年12月28日に、秋田県八峰・能代沖と合わせ、計4区域にて公募開始し、2023年6月末に公募締切。（系統容量 合計約
180万kW）
〈促進区域、有望な区域等の指定・整理状況（2023年5月12日時点）〉

事業者選定済
約170万kW

公募締切、
選定結果公表前
約180万kW

締
切



再エネ海域利用法に基づく区域指定・事業者公募の流れ
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有望な区域の要件（促進区域指定ガイドライン）
1. 促進区域の候補地があること
2. 利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること

（協議会の設置が可能であること）
3. 区域指定の基準（系統確保、風況等の自然的条件、航路・港湾・防衛

との調整等）に基づき、促進区域に適していることが見込まれること

促進区域の要件（再エネ海域利用法）
1. 自然的条件が適当で発電設備出力が相当程度見込まれること。
2. 航路等へ支障を及ぼさないこと
3. 港湾との一体的な利用が可能であること
4. 系統の確保が適切にみこまれること。
5. 漁業への支障を及ぼさないことが見込まれること
6. 他法令で指定された海域、水域（漁港区域や港湾区域、海岸保全

区域等）と重複しないこと



促進区域の指定プロセス

⑤協議会の設置

⑥促進区域の指定
について協議

⑦利害関係者を含め、
促進区域案について合意。

⑤’調査実施区域の優先順位の決定

⑥’必要な調査の実施
・自然状況
・船舶航行
・系統の状況 等

⑦’促進区域候補の絞り込み

促進区域案について、⑨公告し、意見聴取 → ⑩関係行政機関の長への協議 、関係都道府県知事・協議会の意見を聴取

協
議
会
に
お
け
る
調
整

国
に
よ
る
詳
細
調
査

【3か月～】
公平、公正、透明
性の観点から、一
定の期間（3カ月
程度）の下で都
道府県等から情
報収集（要望聴
取）する。

【３カ月～】
協議会について
は地元のご理解
が前提となるため、
これ以上の期間
がかかる可能性
もある。

【２か月程度】
法律上の手続き。

A.都道府県からの情報収集（要望聴取）
・促進区域の指定を要望する都道府県は、以下の情報を国に提供

a. 促進区域の候補地
b. 地元関係者との調整状況（利害関係者を特定し、協議を開始するこ

とについて同意を得ているか（協議会が設置できる状況にあるか））
c. 促進区域の指定の基準等に係る都道府県の保有する情報（風況、

水深、海底面底質、波高、離岸距離等）

⑧第三者委員会における促進区域の基準への適合性評価を踏まえ、促進区域案を決定（定期的に開催）

⑪促進区域の指定

【３か月～】
都道府県等から
情報収集した内
容について関係
省庁と協議を行っ
た上で、第三者
委員会を開催。

【１か月～】
第三者委員会を
開催。

③第三者委員会（有望な区域の要件を満たしているかどうかを確認）

【
年
度
ご
と
】
公
平
性
を
確
保
し
つ
つ
、
継
続
的
・
計
画
的
に
運
用
す
る
た
め
、
年
度
ご
と
に
開
始
。

B.その他の情報収集
・都道府県以外の関
係者からの情報収
集・調整等

・その他必要な既知情
報の収集

有
望
な
区
域
選
定
の
た
め

の
情
報
収
集

①国による既知情報の収集
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②関係省庁協議（国交省、経産省、環境省、水産庁、総務省、文化庁、防衛省等）

④区域選定結果公表（有望な区域、一定の準備段階に進んでいる区域を公表）
「有望な区域」に選定された場合

「一定の準備
段階に進んで
いる区域」に選
定された場合
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環境影響評価法（平成９年法律第81号）に基づき、事業者自らがあらかじめ事業の実施前に環境への影響を評価し、その結果を
公表して、国、地方自治体、国民から意見を聴き、それらの意見を踏まえることで、環境の保全の観点から、よりよい事業が行われるよう
にする手続である。

環境アセスメント制度の意義・目的

アセスメントの進め
方を設計する

フォローする評価を決めるアセスメント図書を作成する
環境保全措置の検討

設定 調査 予測 評価 評価の
修正

事後
調査

多様な関係者（行政・市民・NGO・専門家など）

情報の交流・理解の促進

後続事業の環境影響評価に反映・合理的な環境アセスメントに寄与

事業の実施
・

環境保全措置
の実施
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環境影響評価法および電気事業法に基づく発電所に係る環境アセスメント制度の概要

環境影響評価法（平成９年法律第81号）および電気事業法（昭和39年法律第170号）に基づき、事業者自らがあらか

じめ事業の実施前に環境への影響を評価し、その結果を公表して、国、地方自治体、国民から意見を聴き、それらの意
見を踏まえることで、環境の保全の観点から、よりよい事業が行われるようにする手続である。

発電事業については、電気事業法により手続の各段階で特例が設けられている。アセスメントの実効性を確保するた
め、経済産業大臣において、アセスメント結果の変更命令や、アセスメント結果に従っていない工事計画の変更・廃止
命令が規定されている。

アセス方法の決定

環境保全措置等の結果の報告・公表

アセスの結果について意見を聴く手続 準備書の作成

都道府県知事
市町村長 国国 民 事業者

意見
方法書の作成

環境大臣

経済産業大臣
評価書の確定

計画段階環境配慮書の作成
意見

意見

環境大臣

経済産業大臣
（対象事業に係る計画策定）

※意見聴取は努力義務規定

（第２種事業は任意）計画段階配慮

意見

意見
意見

評価書の作成

報告書の作成、公表

事業の実施
工事計画の認可申請又は届出

意見
照会 意見

照会
勧告（知事意見添付）

確定通知
又は変更命令 環境大臣

送付
経済産業大臣認可

又は廃止命令

経済産業大臣勧告（知事意見添付）

経済産業大臣
意見

（項目・手法の決定）
調査・予測・評価、環境保全措置の検討

公告・縦覧

アセスの結果の事業への反映
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国内の着床式洋上風力発電の環境影響評価で対象となった主な項目（例）

環境影響評価法に基づく着床式の洋上風力発電における環境影響評価では、全９事業※で、
評価項目については、騒音、水の濁り、鳥類、海生哺乳類、魚類、底生動物、水中音、海藻草類、景観等を、
地域特性に応じて選定
特に懸念のある項目として、騒音、鳥類、海生生物等について環境大臣意見において指摘

※準備書11件のうち、着床式の事業

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

騒音 鳥類 海生生物 景観

環境大臣意見で特に懸念を指摘している項目の例

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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騒
音

水
の
濁
り

風
車
の
影

鳥
類

コ
ウ
モ
リ
類

海
生
哺
乳
類

海
生
爬
虫
類
（
カ
メ
類
）

魚
類

底
生
動
物

藻
場
・
干
潟
・
サ
ン
ゴ
礁

水
中
音

海
藻
草
類

景
観

人
と
触
れ
合
い
の
活
動
の
場

評価項目として選定された項目の例
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英米の浮体式洋上風力発電の環境影響評価で選定された項目（例）

英米の浮体式の洋上風力発電における環境影響評価では、例えば環境の観点から主に以下の項目を対象としている。

国
名 年 事業名

総
発
電
量

基
数

離
岸
距
離

水
深

騒
音

水
中
音

海
生
哺
乳
類

鳥
類

海
生
爬
虫
類
（
カ
メ
類
）

魚
類

底
生
動
物

景
観

人
と
触
れ
合
い
の
活
動
の
場

英
国 2014

Kincardine
Offshore 
Windfarm

50MW 8 13km 60-
80m － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

英
国 2015 Hywind Scotland 

Pilot Park 30MW 5 25km 90-
120m － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

英
国 2016

Dounreay Trì
Floating Wind 
Demonstration 
Project

12MW 2 6.5km 72m － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

英
国 2019

Kincardine
Offshore 
Windfarm

50MW 6 13km 60-
80m － － ○ ○ － ○ － － －

英
国 2021 Pentland Floating 

offshore project 100MW 6-10 6.5km 72m － － ○ ○ － ○ ○ ○ －

米
国 2011

Gulf of Maine 
testing and 
demonstration 
project

12MW 4 3-5km 90m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

米
国 2021 Grays Harbor 

Wind LLC 1000MW 75 26km 100-
200m － － ○ － ○ ○ ○ － －
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洋上風力関連予算事業（環境省）の概要

洋上風力発電に係る環境影響評価に関するガイドラインの策定（令和４年度）洋上風力発電に係る環境影響評価に関するガイドラインの策定（令和４年度）

今後、洋上風力発電の導入が見込まれる海域において、環境影響評価手続において必要となる環境
調査（現地調査、ヒアリング調査等）を環境省自らが実施し、取りまとめた情報をデータベースから事業
者や地方公共団体等に広く提供する（令和４年度は山形県遊佐町沖、令和５年度は千葉県いす
み市沖、新潟県村上市及び胎内市沖で実施）。

洋上風力発電の導入が見込まれる海域における環境調査事業（令和４年度～令和６年度）洋上風力発電の導入が見込まれる海域における環境調査事業（令和４年度～令和６年度）

洋上風力発電に係る鳥類等の継続的な把握手法の実証調査事業（令和４年度～令和５年度）洋上風力発電に係る鳥類等の継続的な把握手法の実証調査事業（令和４年度～令和５年度）
洋上風力発電に関しては、国内での稼働実績が少なく、影響の予測や実態把握が難しいという課題が
ある。このことから、レーダー等の複数の調査手法を用いて、鳥類等の飛翔状況を調査し、稼働に伴う影
響を継続的に把握する手法の技術的検証を行う。

洋上風力発電の導入実績が国内では少なく、運転開始後の環境影響に係る知見が十分に蓄積され
ていないことから、洋上風力発電に関する技術的な情報を整理するとともに、環境影響評価にあたっての
技術的な手法等を整理したガイドラインを作成する。
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将来的に環境影響評価の必要性が考えられる項目の例（米国における研究）

米国のエネルギー省では、先行して進んでいる欧州の洋上風力発電の状況・知見や、米国への適用性を踏まえ、
懸念される影響として以下の7項目の研究を進めている。
こうした項目は、国内事業においても将来的な懸念も見据え、このような国際な研究等も含め、各国の国家実行
や科学的知見を幅広く収集した上で、環境影響評価における取扱い整理を行っていく必要。

U.S. Offshore Wind Synthesis of Environmental Effects Research, Department of energy 

（海洋ゴミ及び浮体式のケーブルによる海生生物への影響） （基礎やアンカー、海底ケーブルによる底生生物への影響）

（電磁場による海生生物への影響）

（新しい構造物の出現による、魚類への影響）

（水中音による海生生物への影響）

（船舶と海生生物の衝突）

（コウモリ類、鳥類への影響）
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洋上風力の導入を支える制度（再エネ海域利用法）について

再エネ海域利用法は、国（経済産業省、国土交通省）が、領海内において、洋上風力発電事業が
実施可能な促進区域を指定、公募による事業者を選定、長期占用（30年）を可能とする制度。
促進区域指定に当たっては、関係者による地域協議会において合意形成が図られている。

再エネ海域利用法と環境影響評価法は独立しており、従来からの環境アセスメントの制度が並行し
て適用される。選定された事業者は、別途、法に基づく環境アセスメントを実施する必要がある。

注）⑨について、実際には、事業者選定前段階から、初期段階の環境アセスメント手続きを開始する事業者が増加
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再エネ海域利用法と環境影響評価手続の関係
地域 規模 有望な区域

として選定 協議会 促進区域に
指定 公募を開始 事業者選定 環境影響評価図書が提出されて

いる事業件数（※）
秋田県能代市、三種町及び
男鹿市沖 49.0万kW

2019年7月

４回

2020年7月

2020年11月

2021年12月

4件

秋田県由利本荘市沖
（北側・南側） 84.5万kW ４回 2020年11月 4件

千葉県銚子沖 40.3万kW 4回 2020年11月 2件

長崎県五島市沖 1.7万kW ４回 2019年12月 2020年6月 2021年6月 1件

青森県沖日本海（北側） 30万kW

2020年7月
9件

青森県沖日本海（南側） 60万kW ２回
秋田県八峰町及び能代市沖 36万kW ４回 2021年9月 2022年12月 6件
長崎県西海市江島沖 42万kW ３回 2022年9月 2022年12月 2件
秋田県男鹿市、潟上市及び
秋田市沖 34万kW

2021年9月

４回 2022年9月 2022年12月 5件

山形県遊佐町沖 45万kW 3回 5件
新潟県村上市及び胎内市沖 35万kW,70万kW ３回 2022年9月 2022年12月 6件
千葉県いすみ市沖 41万kW １回 6件
千葉県九十九里沖 40万kW 2022年9月 1件

※2023年1月26日時点 環境省調べ
○再エネ海域利用法と環境影響評価手続の関係
• 再エネ海域利用法に基づく公募により選定された事業者は、事業の実施に当たって、環境影響評価法に基づく環境影響評価を適切に行う必要がある
とともに、海洋環境の保全との調和に十分に配慮する必要がある。（なお、環境影響評価手続は事業実施前のどの段階で行うか限定しておらず、公
募前であっても事業者は環境影響評価手続を実施することが可能。そのため、計画段階環境配慮書は既に多く作成されている。）

• 基本的な方針において、経産大臣及び環境大臣は区域指定の段階から環境への配慮が適切になされていることを前提としつつ、環境影響評価審査の
簡素化による期間の短縮化を図ることとされている。

※公表時に時点修正を行う
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洋上風力発電の導入に係る現行の環境影響評価制度と主な課題

環境アセス
制度

課題

配慮書 方法書

• 再エネ海域利用法に基づく促進区域指定と主たる目的
が区域選定にある環境影響評価法に基づく計画段階環
境配慮書手続きの整理が必要

• 複数事業者が選定される前に、計画段階配慮書・方法
書手続を実施することが多くの海域でみられることにより、
事業者、地域、行政の各者における総合的なコストの増
加が懸念

• 事業者選定の後、現地調査を経て、準
備書手続き、評価書手続きを実施する
ため、運転開始までのリードタイム長期
化のおそれがある

• 洋上では調査に制約があり、一般海域に
おける洋上風力事業の実施例は少なく、
予測手法の知見も十分でないため、事
前の環境影響予測の不確実性が高い

促進
区域
指定

事業者
公募

有望
区域
整理

FIT/FIP認定
及び

運転開始手続

情
報
収
集

協議会
議論

再エネ海域
利用法

運
転
開
始評価書

１海域において複数の事業者が
初期段階のアセス手続を実施

国による事業実施区域の選定手続き

現地調査

準備書

事
業
者
選
定
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洋上風力に関する動き ＜第４期海洋基本計画の策定に向けた提言＞
（自由民主党政務調査会 宇宙・海洋開発特別委員会、2022年５月）

我が国が海洋権益を活用し、カーボンニュートラルにも貢献していくにあたっては、浮体式を含めた洋上風力発
電の導入促進・利用海域の拡大が不可欠である。
利用海域の拡大にあたって、まず、我が国の領海・排他的経済水域における洋上風力発電の適地を利用
ニーズに応じて活用した新たな国内産業の育成を目指し、商用化に向けた重点的な技術開発 ・実証等を加
速すること。
また、３．（１）の方針に則り、内閣府がリーダーシップを取る形で法整備を進めること。
あわせて、国と地方の役割分担を整理しつつ、洋上風力発電に係る安全保障上の懸念について、国が責任を
もって適切な措置を講ずるとともに、廃棄物や環境への影響に対する懸念について、適切な措置を講じること。
さらに、適地選定に必要なデータベースの構築に向けた検討も開始すること。

４．（２）浮体式を含む洋上風力発電の導入促進・利用海域拡大

３．（１）排他的経済水域等における主権的権利の更なる行使のための法整備の方針
領海における活動は国と都道府県が管轄権を有する一方で、排他的経済水域等における活動は関係省庁
にまたがって国が所管していることから、法整備に当たっては、内閣府が統合的に対応する必要がある。
この法整備については、まず、洋上風力等の個別具体的な課題に対応して進めることとし、このような対応を積
み重ねていく中で、排他的経済水域等全般における主権的権利の更なる行使に関わる法制度のあり方を検
討することとする。
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排他的経済水域（EEZ）における洋上風力発電の実施に係る国際法上の諸課題に関する検討会

• これまで再エネ海域利用法に基づき、我が国領海内での導入拡大の取組を行ってきたが、近年、洋上風力の
排他的経済水域（EEZ）への展開を可能とするための法整備を含めた環境整備に対するニーズが高まってき
ていることを踏まえ、内閣府総合海洋政策推進事務局が、EEZにおける洋上風力発電の実施に関して、国連
海洋法条約との整合性を中心に、国際法上の諸課題に関し検討するための会議を開催。

• 検討会において、環境影響評価についても論点の一つとして取り上げられた。
• 検討結果については、令和５年１月にの取りまとめられた。
• 構成

• 開催状況 第１回（10月6日） 論点:洋上風力発電施設の国際法上の位置づけ、主権的権利の範囲
第２回（11月8日） 論点：安全水域の設定、他国の権利への妥当な考慮
第３回（12月13日）論点：環境影響評価、関係国への事前通報・公表の要否
第４回（12月26日）、第５回（1月17日）とりまとめ案について議論

〇有識者（敬称略）
・來生 新（座長） 神奈川大学 海とみなと研究所上席研究員、

横浜国立大学名誉教授、放送大学名誉教授
・井上 登紀子 東京海上日動火災保険株式会社執行役員
・兼原 敦子 上智大学教授
・清宮 理 一般財団法人 沿岸技術研究センター参与、

早稲田大学名誉教授
・鈴木 英之 東京大学大学院教授
・西村 弓 東京大学大学院教授
・西本 健太郎 東北大学大学院教授

〇関係省庁
・内閣府総合海洋政策推進事務局
・外務省国際法局国際法課海洋法室
・水産庁漁政部企画課
・資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部

新エネルギー課風力政策室
・国土交通省総合政策局海洋政策課
・国土交通省海事局海洋・環境政策課
・国土交通省港湾局海洋・環境課
・環境省大臣官房環境影響評価課
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排他的経済水域（EEZ）における洋上風力発電の実施に係る国際法上の諸課題に関する検討会

１．環境影響評価に関する論点及び論点に対する考え方
≪論点≫

洋上風力発電をEEZで実施する場合には、海洋環境への影響の評価をいかにして行えUNCLOS上の義務を
果たせると考えるか。

≪UNCLOS関連条文≫
第１条 用語及び適用範囲
１（４）「海洋環境の汚染」とは、人間による海洋環境（三角江を含む。）への物質又はエネルギーの直接的又は間接的な導入であって、生物資源
及び海洋生物に対する害、人の健康に対する危険、海洋活動（漁獲及びその他の適法な海洋の利用を含む。）に対する障害、海水の水質を利用に
適さなくすること並びに快適性の減殺のような有害な結果をもたらし又はもたらすおそれのあるものをいう。
第１９２条 一般的義務

いずれの国も、海洋環境を保護し及び保全する義務を有する。
第１９４条 海洋環境の汚染を防止し、軽減し及び規制するための措置
１ いずれの国も、あらゆる発生源からの海洋環境の汚染を防止し、軽減し及び規制するため、利用することができる実行可能な最善の手段を用い、かつ、
自国の能力に応じ、単独で又は適当なときは共同して、この条約に適合するすべての必要な措置をとるものとし、また、この点に関して政策を調和させるよう
努力する。
２ いずれの国も、自国の管轄又は管理の下における活動が他の国及びその環境に対し汚染による損害を生じさせないように行われること並びに自国の管
轄又は管理の下における事件又は活動から生ずる汚染がこの条約に従って自国が主権的権利を行使する区域を越えて拡大しないことを確保するためにす
べての必要な措置をとる。
３ この部の規定によりとる措置は、海洋環境の汚染のすべての発生源を取り扱う。この措置には、特に、次のことをできる限り最小にするための措置を含め
る。
（ａ）毒性の又は有害な物質（特に持続性のもの）の陸にある発生源からの放出、大気からの若しくは大気を通ずる放出又は投棄による放出
（ｂ）船舶からの汚染（特に、事故を防止し及び緊急事態を処理し、海上における運航の安全を確保し、意図的な及び意図的でない排出を防止し

並びに船舶の設計、構造、設備、運航及び乗組員の配乗を規制するための措置を含む。）
（ｃ）海底及びその下の天然資源の探査又は開発に使用される施設及び機器からの汚染（特に、事故を防止し及び緊急事態を処理し、海上にお

ける運用の安全を確保し並びにこのような施設又は機器の設計、構造、設備、運用及び人員の配置を規制するための措置を含む。）
（ｄ）海洋環境において運用される他の施設及び機器からの汚染（特に、事故を防止し及び緊急事態を処理し、海上における運用の安全を確保し

並びにこのような施設又は機器の設計、構造、設備、運用及び人員の配置を規制するための措置を含む。）
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排他的経済水域（EEZ）における洋上風力発電の実施に係る国際法上の諸課題に関する検討会

≪UNCLOS関連条文≫
第１９４条 海洋環境の汚染を防止し、軽減し及び規制するための措置
４ いずれの国も、海洋環境の汚染を防止し、軽減し又は規制するための措置をとるに当たり、他の国のこの条約に基づく権利の行使に当たっての活動及
び義務の履行に当たっての活動に対する不当な干渉を差し控える。
５ この部の規定によりとる措置には、希少又はぜい弱な生態系及び減少しており、脅威にさらされており又は絶滅のおそれのある種その他の海洋生物の
生息地を保護し及び保全するために必要な措置を含める。
第２０４条 汚染の危険又は影響の監視
１ いずれの国も、他の国の権利と両立する形で、直接に又は権限のある国際機関を通じ、認められた科学的方法によって海洋環境の汚染の危険又は
影響を観察し、測定し、評価し及び分析するよう、実行可能な限り努力する。
２ いずれの国も、特に、自国が許可し又は従事する活動が海洋環境を汚染するおそれがあるか否かを決定するため、当該活動の影響を監視する。
第２０５条 報告の公表

いずれの国も、前条の規定により得られた結果についての報告を公表し、又は適当な間隔で権限のある国際機関に提供する。当該国際機関は、提供
された報告をすべての国の利用に供すべきである。
第２０６条 活動による潜在的な影響の評価

いずれの国も、自国の管轄又は管理の下における計画中の活動が実質的な海洋環境の汚染又は海洋環境に対する重大かつ有害な変化をもたらす
おそれがあると信ずるに足りる合理的な理由がある場合には、当該活動が海洋環境に及ぼす潜在的な影響を実行可能な限り評価するものとし、前条に
規定する方法によりその評価の結果についての報告を公表し又は国際機関に提供する。

≪国際法上の検討≫
＜総論＞

UNCLOSでは、海洋環境の保護及び保全に関し、第１条１（４）（海洋環境の汚染）、同第192条（一般的義務）及
び同第194条（海洋環境の汚染を防止、軽減及び規制するための措置）の規定があり、また、環境評価に関しては、同第
204条（汚染の危険又は影響の監視）、同第205条（報告の公表）及び同第206条（活動による潜在的な影響の評価）
の規定がある。
また、同第56条１（ｂ）（iii）では、沿岸国は、海洋環境の保護及び保全について管轄権を有すると規定している。
UNCLOS第206条は、いずれの国も、同条に該当する自国の管轄又は管理の 下における計画中の活動について、実質的な
海洋環境汚染又は海洋環境に対する重大かつ有害な変化をもたらすおそれがあると信ずるに足りる合理的な理由がある場合に
はEIAを実施する義務を有すると規定している。
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排他的経済水域（EEZ）における洋上風力発電の実施に係る国際法上の諸課題に関する検討会

≪国際法上の検討≫
このように同条は、EIA実施の判断にあたり、「合理的な理由がある場合」に該当するか否かについては、各国の判断の余地を残
している。一方で、当該理由の内容については「実質的な海洋環境の汚染又は海洋環境に対する重大かつ有害な変化をもた
らすおそれがあると信ずるに足りる」とされ、「おそれ」までを含むものとして設定されている。したがって、EIA実施義務が生じる洋上
風力発電事業の範囲については、各国が国際的に求められる水準を踏まえて、自ら閾値の検討を行う必要がある。 また、EIA
の具体的な内容・手続、義務のための国内的措置の形式についても、各国に裁量が認められている。
今後洋上風力に係る環境影響評価制度のあり方を考える上で、現在、環境保全に関連して交渉が行われている、国家管轄
権外区域における海洋生物多様性の保全と持続可能な利用に関する条約（BBNJ条約）に係るEIA等の議論や他国の国
家実行等も注視する必要がある。

≪国内的措置を講じる上での留意点≫
領海・内水における洋上風力発電については、環境影響評価法（平成９年法律第81号）及び電気事業法（昭和39年法
律第170号）に基づき風力発電事業が対象とされており、同法を適用しているが、同法における環境影響評価手続には関係
都道府県及び市町村の関与が規定されており、EEZを管轄する都道府県及び市町村は現時点において存在しない。EEZにお
ける洋上風力に係る環境影響評価制度のあり方の検討に際しては、この点について留意する必要がある。

≪論点に対する考え方≫
EEZにおいて洋上風力発電を実施する場合のEIAについては、国際社会での議論や他国の国家実行等を踏ま
えながら、洋上風力に係る環境影響評価制度のあり方の検討を踏まえた所要の国内的措置を講じた上で、
「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」に基づき、国内法令を適用して対応する必要があると考えられる。

2. 「排他的経済水域（EEZ）における洋上風力発電の実施に係る国際法上の諸課題に関する
検討会」における取りまとめ
政府においては、今般の本検討会において整理された論点の考え方等を踏まえ、EEZにおける洋上風力発電
実施に向けた具体的な国内法制度整備の検討を速やかに開始することが望ましい。
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海洋の生物多様性に関する枠組み

※図は外務省より提供

大陸棚

生物多様性条約（CBD）
（1992年採択，1993年発効）

• 基本的に国家の管轄権内にある生物多様性の保全
及び持続可能な利用のための措置を規定。

国連海洋法条約（UNCLOS）（1982年採択，1994年発効）
• 国家管轄権内区域：領海，排他的経済水域，大陸棚等
• 国家管轄権外区域：公海，深海底
• 海洋環境を保護・保全する一般的義務を定める

沿岸国による管理

微生物等

生物多様性

熱水噴出孔

生物多様性

領海 排他的経済水域（ＥＥＺ）

公海自由の原則

公海

深海底

国家の管轄権が及ばない海域

国家管轄権外区域の生物多様性の保全及び持続可
能な利用に関する条約（BBNJ条約）の対象

（2023年３月条約内容に合意、同年６月に採択）

※なお、深海底及び
その資源（鉱物資源）は
国際海底機構が管理
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「国家管轄権外の海洋生物多様性（BBNJ）の保全及び持続
可能な利用」に関する条約について

生物多様性への関心が高まる中、生物多様性条約が規律する生物多様性保全のルールが公海及び深海底
（国家管轄権外）にも必要との意識が共有され、2004年から議論開始。2018年からは、条約テキスト交渉を開
始。2023年２月２０日～３月４日の交渉において、BBNJ条約がコンセンサスで合意に達した。その後、法技術
的チェック（リーガル・スクラブ）や全ての国連公用語での協定テキストの作成作業を経て、同年６月19日に協定
の採択に至った。

経緯

※BBNJ （Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction）・・・国家管轄権外区域の海洋生物多様性

条約の内容

条約は国家管轄権外における海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用を目的とし、主に以下の4分野を

取り扱う。

①海洋遺伝資源（利益配分を含む）

②海洋保護区を含む区域型管理ツール等の措置

③環境影響評価

④能力構築及び海洋技術移転
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BBNJ条約の環境影響評価に係る条文の概要

環境影響評価に関する主要な規定

戦略的環境影響評価（SEA：Strategic Environmental Assessment）について

環境影響評価（EIA：Environmental Impact Assessment）について
スクリーニング：

スコーピング：

環境影響の評価 ：

環境アセスメントの結果に係る一般への公開とパブリックコンサルテーション：

環境アセスメントを行うかどうかを、判定基準に従い、個別に判定する手続

環境アセスメントを行う項目等について、決定する手続

環境アセスメントの結果について影響が及ぶ国・地方公共団体・一般の方々等のステークホルダーの意見を聴く手続

累積的影響の評価：

越境的影響の評価：
複数の事業が平行して行われる場合の相加的、相乗的な環境影響の評価

国家管轄権外区域を越えた環境影響の評価

事業計画段階の環境影響評価よりも早い段階で実施する環境アセスメント

採択に至った文書においては、以下の項目について規定されている。
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BBNJ条約の環境影響評価に係る条文の概要

環境影響評価レポートの作成と公開：

意思決定：

モニタリング（事後調査）：

モニタリング結果等の報告：

事業の見直し：

EIAの結果を考慮したうえで、事業実施の可否について決めること

工事中や供用後の環境の状態などを把握するために行う調査

実施したEIAの内容や結果をまとめたレポートを作成し、一般に公開する手続
※レポートの内容の例

モニタリング結果を踏まえて、事業の見直し等を行うこと

活動の説明
影響を受けると考えられる海洋環境の基本評価
潜在的影響の説明
防止及び緩和手段の説明
不確実性の程度及び知識のギャップ（報告書作成時には科学的にわかっていない点）
パブリックコンサルテーションプロセスに関する情報
計画された活動の代替案の検討
モニタリング等の事後措置に関する記述

モニタリングの結果等についてまとめ、公表する手続
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環境影響評価法における報告書の作成・公表等に関する考え方（環境省（平成29年））

事後調査：
法第14条第1項第7号ハに基づく、「環境保全措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講
ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置」を指し、基本的事項「第5 環
境保全措置指針に関する基本的事項」の「2 環境保全措置の検討に当たっての留意事項」の
(6)において、予測の不確実性が大きい場合や効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講
ずる場合等に、工事中及び供用後の環境の状態等を把握するための調査とされているものを
指す。環境影響評価の手続においては準備書及び評価書にその計画を記載することとされてお
り、工事中に実施した事後調査の結果については報告書に記載することとされている。

環境監視：
基本的事項「第5 環境保全措置指針に関する基本的事項」の「2 環境保全措置の検討に当
たっての留意事項」の(6)における事後調査以外で、事業者が他の法令等に基づき、あるいは必
要に応じて実施する環境の状況等を継続的に把握するための調査・測定等の取組を指す。
なお、このような環境監視や事後調査等の取組の一部又は全体を指して「モニタリング」と呼称
している場合もある。
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生物多様性基本法（平成二十年法律第五十八号）

（基本原則）
第三条
３ 生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、生物の多様性が微妙な
均衡を保つことによって成り立っており、科学的に解明されていない事象が多いこ
と及び一度損なわれた生物の多様性を再生することが困難であることにかんが
み、科学的知見の充実に努めつつ生物の多様性を保全する予防的な取組方
法及び事業等の着手後においても生物の多様性の状況を監視し、その監視の
結果に科学的な評価を加え、これを当該事業等に反映させる順応的な取組
方法により対応することを旨として行われなければならない。
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生物多様性国家戦略2023-2030（令和5年3月31日）

第４章 本戦略を効果的に実施するための基盤・仕組み
第１節 実施に向けた基本的考え方

第３章で掲げた2030年までに達成すべき短期目標「2030年ネイチャーポジティブ」を実現するための五つの基本戦略における各状態目標及び行動
目標を達成するために、第２部に掲げる各目標に紐付く施策を着実に実施することが必要である。 これらの施策の実施に当たっては、長期的な視点に
立ち、生物多様性が持つ複雑性・不確実性や、本戦略が目指す自然共生社会像に向けた地域の在り方等を踏まえ、以下の考え方に沿っていくことが
重要である。

１ 科学的な認識と予防的／順応的な取組
生物多様性の保全と持続可能な利用は、地域における自然との共生の知恵を参考としつつ、自然の特性やメカニズム、歴史性を理解し、科学的

データに基づいて行うことが必要であり、政策決定や取組の出発点、基礎となる。それにより、多くの人に取組の重要性や効果を示すことができると考えら
れる。 しかしながら、生物多様性に関する知識や理解は限られていることから、生物多様性の損失の要因やそれに伴う生態系サービスの減少の評価、
施策の立案・実施においては、その時点での最新の科学的知見に基づいて必要な措置を講じたものであったとしても、常に一定の不確実性が伴うことに
ついては否定できない。とはいえ、不確実性を有することを理由として対策をとらない場合に、一たび問題が発生すれば、それに伴う被害や対策コストが
非常に大きくなる可能性や、長期間にわたる極めて深刻な、あるいは不可逆的な影響をもたらすおそれもある。このため、生物多様性の保全と持続可
能な利用に当たっては、生物多様性への影響が懸念される問題への対策を、科学的知見が十分ではないことや不確実性を伴うことをもって先送りする
のではなく、科学的知見の充実に努めつつ、予防的な対策を講じるという「予防的な取組方法」の考え方に基づいた取組を実施していくことが原則であ
る。なお、一定の不確実性がある中で政策的な意思決定を行うためには、関係者や国民との合意形成が不可欠である。その際には、政策決定者が十
分に説明責任を果たすことや、各主体間のコミュニケーションを図ることが重要である。 また、生態系は複雑で絶えず変化し続けているものであることから、
政策判断を行った後においても、生態系の変化に応じた柔軟な見直しが大切であり、新たに集積した科学的知見や、施策の実施状況のモニタリング結
果の科学的な評価に基づいて、必要な施策の追加・変更や施策の中止等の見直しを継続して行っていく、「順応的な取組方法」の考え方に基づいた
取組を進めることが必要である。

効果的かつ効率的な生物多様性保全の推進、適正な政策立案や意思決定、活動への市民参加の促進を図るため、データの発信
や活用に係る人材の育成やツールの提供を行う

生物多様性の保全を進めるに当たっては、科学と政策の連携を強化し、取組を始める時点で得られる最新の科学的知見に基づいた施策の立案を
行うとともに、実施過程において得られた知見を施策にフィードバックする順応的な取組を行う必要がある。このため、学術研究や調査・モニタリング、その
ほか各地で実施されている様々な取組等を通じて蓄積されたデータは、多様な主体が目的に応じて適切かつ迅速にアクセスでき、効果的な取組につな
げるため活用される必要がある。

行動目標５-２
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環境基本法（平成五年法律第九十一号）

（環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等）
第四条 環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をで
きる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な
役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、健全で
恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図
りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし、及び科学
的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、
行われなければならない。

（国の施策の策定等に当たっての配慮）
第十九条 国は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施
するに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。
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モニタリングの概念
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戦略的環境影響評価（SEA）について

戦略的環境影響評価（SEA：Strategic Environmental Assessment）と環境影響評価（EIA：
Environmental Impact Assessment）は、それぞれ異なる段階の意思決定に用いられる。
SEAを実施することで、事業実施に際してのより適正な環境配慮に繋がる。

（計画実施に際して、環境保全等の課題についての情報を提供する・累積的影響への対応が可能 等）

SEA
政府機関が行う各種の政策立案、計画策定等についての
環境影響評価

EIA
個別の事業計画段階についての環境影響評価

Adapted from OECD DAC, Applying Strategic Environmental Assessment, pp.30-31
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洋上風力発電の導入促進に向けた採算性分析のための基礎調査事業
令和５年度政府予算額 36.0億円（新規）

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

成果目標
令和5年度からの事業であり、毎年度３箇所程度の区域で調査を実施し、令
和22年（2040年）に3,000～4,500万kWの洋上風力発電の案件形成
を目指します。

民間事業者
委託

洋上風力発電事業の実施可能性が見込まれる海域を対象として、発電設備
の基本設計に必要となる風況・海底地盤に関する調査データを取得するために、
各種の観測機器を用いたサイト調査を実施します。
調査で得られたデータは、調査対象海域で洋上風力発電事業を計画する事
業者に提供することで、事業者による発電事業計画の策定を支援します。

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課 風力政策室

事業目的・概要

「洋上風力産業ビジョン（第一次）」では、2030年までに1,000万kW、
2040年までに3,000万kW～4,500万kWの洋上風力発電の案件形成を
政府目標として掲げています。

この実現に向けて、継続的な案件形成が不可欠ですが、現状では複数の事
業者が同一海域で類似した現地調査を実施しており非効率な状況が生じて
います。また、地元の漁業者にとっても操業調整などの負担が発生し、これが
地元での反発を招き、結果として案件形成を阻害させるという事態が生じてい
ます。

このため、案件形成の初期段階から政府が主導的に関与し、必要となる調査
等を実施する仕組みである「日本版セントラル方式」の確立に向け、現在その
制度設計を進めています。

そこで、この「日本版セントラル方式」の一環として、JOGMEC（独立行政法
人 エネルギー・金属鉱物資源機構）が発電事業の採算性分析に必要とな
る情報を得るための調査を行います。発電事業者はその調査データを活用す
ることで適切な事業計画の策定が可能となり、それにより質の高い競争性のあ
る事業者公募を実現するとともに、案件形成の加速化を目指します。

＜風況調査＞

＜海底地盤調査＞

風況観測作業のイメージ

運営費交付金

風況データの出力例

掘削・貫入試験で
使用する機材例

物理探査で使用する機材例
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欧州（オランダ・デンマーク）における
洋上風力発電事業に係る環境影響評価制度

2023年1月27日

※本調査は、「令和４年度洋上風力発電の環境配慮を確保した円滑な導入促進に資する制度等検討業務」の一環として、有限責任監査法人トーマツが実施したものである

第１回検討会 資料３－２
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欧州における洋上風力発電の計画と稼働状況

欧州では、多数の洋上風力発電プロジェクトが領海やEEZにおいて計画されており、一部は既
に稼働している
各国の領海やEEZが複雑に入り組んで分布する中、洋上風力発電の実施にあたっては、EU指令
において、環境影響の越境評価や他国との協議に係る実施義務が規定されている

出所：4C offshore「Global Offshore Renewable Map」 （2022年9月閲覧）
H.Díaz and C. Guedes Soares「Review of the current status, technology and future trends of offshore wind farms」 (2020)

英国

オランダ

ドイツ

ベルギー

ノルウェー

スウェーデン

フランス
EEZ

標準離岸距離:200海里（約370㎞）

領海
標準離岸距離:12海里（約22㎞）

アイルランド

300㎞

100㎞ 10
0㎞

デンマーク

稼働中

建設中

建設前

開発許可

開発申請中

初期計画

開発可能域

港

【欧州の稼働中風力発電所】
（2020年時点）
平均離岸距離：23㎞
平均水深：17m

30
0㎞
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英国*2 ドイツ*2 デンマーク*2 オランダ*2

実施主体

MSP 
(Marine Spatial Planning )

SEA
(Strategic Environmental Assessment)

区域選定*1

EIA

モニタリング

Zone
Area

洋側
陸側

洋上風力発電に係る環境影響評価制度の欧州各国の比較
欧州では、EU指令に基づいてSEA・EIA・モニタリングが実施されているが、EIA・モニタリ
ングの実施主体は国によって異なる
日本版セントラル方式の検討に向けた参考とするため、政府が実施主体となる範囲が大きいデ
ンマークとオランダの制度を調査対象とした

政府が実施主体となる範囲 広い狭い

*1： 再エネ海域利用法に基づいて国が促進区域（事業実施区域）指定を行う日本の制度と異なり、英国では事業者が事業実施区域の選定を行っている
*2： 2021年時点における洋上風力発電容量の世界第2位～5位（上位から英国、ドイツ、オランダ、デンマークの順、第1位は中国）
*3：Crown Estateは、英国王室領を管理する法人であり、ロンドン中心部や英国沿岸部等において広大な不動産を管理している

出所：Crown Estate HP、 BSH HP、 DEA HP、 ROV HP、GWEC「GLOBAL WIND REPORT 2022」（2022）等に基づいてトーマツ作成

：政府 ：事業者 ：Crown Estate*3
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プロ
セス

日本と欧州（デンマーク、オランダ）における海域選定プロセスと
環境影響評価制度

＊環境アセスは含まれない

デ
ン
マ
ー
ク

オ
ラ
ン
ダ

Rough 
screening *

主
体 国

プロ
セス

主
体

洋上風力開発域 事前調査候補域
（有望区域）

入札対象候補域
（促進区域）

入札対象域
or事業実施域

Fine 
screening

国

SEA
EIA（陸側）

国

EIA
（洋側）

選定事業者

MSP

国

対象海域

領
海
＋EEZ

事
業
者
選
定
（
入
札
）

運
転
開
始

モニタリング

選定事業者

モニタリング

国

事業実施域

-

-

EIA

国

MSP

国

SEA

国

出所：DEA HP、 ROV HP等に基づいてトーマツ作成

有望区域選定・促進区域指定
配慮書、方法書

国
事業者

日
本
の

現
状

プロ
セス

主
体

-

準備書、
評価書

選定事業者

モニタリング

選定事業者

-

-
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欧州（オランダ・デンマーク）の制度のまとめ

欧州（オランダ・デンマーク）の事例項目

• 海域選定プロセスにおけるSEAの実施

• 入札海域を対象としたEIAの実施

• 洋上風力発電所運転開始後の事後調査の実
施

• 国際法における環境影響評価に係る義務の順
守

４

1

2

３

• 欧州では、EUのSEA指令に基づいて制定された各国の国内法に従って、洋上風力発電
事業の計画段階においてSEAが実施されている。

• デンマークでは、政府がSEAを実施しており、スコーピング及び計画の承認可否を決定する
プロセスにおいて、パブリックコンサルテーション（公衆、関係当局、関係国との協議）を
実施している。

• オランダでは、政府がSEAを実施しており、関連機関への、スコーピングに関するコンサルテー
ション、SEAレポートのパブリックコンサルテーション（公衆、 場合によって、EIA委員会、
関係国）を実施している。

• デンマークでは、入札対象候補の海域において政府がSEAの追加調査を実施し、選定事
業者が実施する公募後のEIAにおいてその調査結果が活用されている。

• オランダでは、入札対象候補の海域において想定事業計画に基づくEIAを政府が実施し
ている。

• デンマークでは、SEAの結果に基づいて、公募要件において事後調査の実施を事業実施
条件として規定する場合がある。

• オランダでは、公募前に実施するEIAの結果に基づいて、政府が事後調査を実施している。

• 欧州では、EUのSEA指令及びEIA指令に基づいて、国際条約（エスポー条約、オーフス
条約）及びEU内の他の指令（生息地指令、野鳥指令）を踏まえた国内法の整備が
各国に義務付けられている。
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EUの環境影響評価制度
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EU指令と各国の環境影響評価制度

• EUでは、EU指令に基づいて、SEA及びEIAの実施に係る国内法の整備が加盟国に義務付けられてい
る

• オランダ、デンマークでは、1つの法律によりSEA及びEIAの実施義務を規定している

加盟国 国内法

SEA指令
2001/42/EC

EIA指令
2014/52/EU

E
U
指
令

オランダ

デンマーク

環境管理法
（ Wet milieubeheer）第7章

計画及び特定プロジェクトの環境アセスメント
に関する法定命令

（ LBK nr 1976 af 27/10/2021 ）
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EUにおけるEIA・SEA指令

EU指令（SEA指令・EIA指令）は、SEA及びEIAの対象や実施内容を規定している

EIA
指令
（2014/
52/EU）
※初版
1985年

SEA
指令
（

）

対象 内容

• 原子力発電所
• 長距離鉄道
• 自動車道
• 高速道路
• 有害廃棄物処理施設
• 一定容量以上のダム
※上記以外については、各加盟国にて必
要性を判断（ケースバイケース or 予め対
象を規定、のいずれでも可）

• 農業、林業、漁業、エネルギー、工業、
輸送、廃棄物管理、水管理、電気通
信、観光、都市計画、土地利用の分
野における計画

• 生息地指令の第 6 条および第 7 条
に基づきアセスメントが必要な計画

※上記であっても、地理的に狭い範囲の
計画や既存計画の小規模な修正であり、
加盟国が環境に重大な影響を及ぼさない
と判断される場合には対象外（その場合、
加盟国は判断の理由と結論を公開）

• スコーピング（事業者は提供すべき EIA 情報の対象
となるものを特定するよう管轄当局に要求できる）

• EIAレポート（計画の内容、環境への潜在的な重大影
響、モニタリング措置等）

• 協議（関係当局・公衆・地域当局・影響を受ける他の
EU諸国に情報を提供し協議、管轄当局は協議結果を
踏まえて決定を下す、公衆は決定に対して裁判所に異
議申し立てできる）

• 開発許可（EIAレポートと協議を踏まえて管轄当局が
決定、決定に付された環境条件・プロジェクトの特徴、モ
ニタリング措置等を関係先に通知）

※各種ガイドライン及びEIAレポートフォーマットを公開（法
的拘束力はない）

• スコーピング（EIAの実施義務とは独立して、計画段階
での調査も義務とされている）

• SEAレポート（計画の内容、環境への潜在的な重大
影響、モニタリング措置等）

• 協議（公衆・関係当局・影響を受ける他のEU諸国へ
の情報提供と協議）

• 計画の採択（SEAレポートと協議を踏まえて管轄当局
が決定、環境配慮が計画にどのように統合されたか・モニ
タリング措置等を関係先に通知）

※SEAプロセス全体に係るガイドラインを公開（法的拘束
力はない）

関連する
国際条約

• エスポ
―条約

• SEAプ
ロトコル

• 国連
オーフス
条約

加盟国の義務

• EU指令に
基づいた国
内法の整
備

• 2023年より
6年毎に
EIAの実施
状況を報告
（実施数、
プロセスの平
均所要期
間、コスト
等）

• EU指令に
基づいた国
内法の整
備

• 実施した
SEAの情報
を報告（加
盟国内で利
用）



46

EU指令におけるSEAのガイドライン

EU指令におけるSEAガイドラインでは、調査・レポート・モニタリングに関する実施内容が記載されている

対象

項目

• 農業、林業、漁業、エネルギー、工業、輸送、廃棄物管理、水管理、電気通信、観光、都市計画、土地利用の分野に
おける計画。

• 生息地指令の第 6 条および第 7 条に基づきアセスメントが必要な計画。
※上記であっても、地理的に狭い範囲の計画や既存計画の小規模な修正であり、加盟国が環境に重大な影響を及ぼさな
いと判断される場合には対象外（その場合、加盟国は判断の理由と結論を公開）。

内容

SEAレポート

SEAレポートの項目
① 計画の内容、目的、および関連する計画との関係性の概要
② 計画に関連する現環境と、計画を実施しなかった場合の展開について
③ 重大な影響を受ける可能性が高い地域の特性
④ 計画に関連する既存の環境問題（野鳥保護指令や生息地指令などで指定され、環境面で特に重要な地域に関連

する問題を含む）
⑤ EU、加盟国間、加盟国内の各レベルで設定された環境保護目標と、計画の準備段階においてその目標及び環境配

慮に対して検討した手段
⑥ 生物多様性、人口、健康、動物、植物、土壌、水、空気、気候、物質的資産、建築及び考古学的遺産を含む文化

遺産、景観に与える影響及びこれらの要素間の関連
⑦ 計画の実施による環境への重大な悪影響を防止、軽減し、可能な限り解決するために考えられる措置
⑧ 計画案を選択した理由の概要と（代替案との比較）、情報をまとめる際に苦労した点（技術的な不足やノウハウの

不足等）を含めた評価の内容
⑨ モニタリングへの対応
⑩ 上記のトピックに関する情報の要約（技術的要素を含まない）

調査

• 調査は、EUにおける関連規程に沿うように実施する必要がある。
Waste Framework Directive (75/442/EEC)
Air Quality Framework Directive (96/62/EC)
Habitats Directive (92/43/EEC)
Nitrates Directive (91/676/EEC)
Water Framework Directive (2000/60/EC)

出所：EU「 Guidance on the implementation of Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment」
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EU指令におけるSEAのガイドライン

EU指令におけるSEAガイドラインでは、調査・レポート・モニタリングに関する実施内容が記載されている

モニタリング

情報公開

項目

• 加盟国はとりわけ早期の段階で予期せぬ悪影響を特定し、適切な是正措置を講じることができるようにするために、計画
の実施による重大な環境への影響を監視する。

• 場合により、国境を越えた環境への影響をモニタリングしなければならないことがある。
（※EU指令では、モニタリングの内容や方法、環境影響の取り扱いについては明確に規定していない）

• SEAレポートの質を担保する措置について、加盟国は欧州委員会に通知しなければならない。

内容

関係者との協議
手続き

（パブリックコンサ
ルテーション）

• 環境影響評価は、計画の準備中及びその採択または法的手続きへの提出前に実施する。
• SEAの実施要否を判断する前に関係当局に相談する必要があり、要否の判断結果は公開されなければならない。
• 計画が別の加盟国に重大な影響を与える可能性が高い場合、採択や法的手続きの前に計画の草案やSEAレポートの

コピーを当該加盟国に送付する必要がある。
• 加盟国は、特定の当局及び公衆に対し、SEAレポートおよび計画の草案について意見を表明する機会を与える必要

がある。

出所：EU「 Guidance on the implementation of Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment」
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オランダの環境影響評価制度
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オランダの省庁体制

オランダでは、オランダ企業局(RVO)がEIAや現地調査、入札を所管し、Ministry of Infrastructure 
and Water Management傘下のRijkswaterstaatが設計、建設、管理、メンテナンスの監視を所管
している

Prime Minister
【首相】

Ministry of Economic 
Affairs and Climate 

Policy
【経済・気候政策省】

Ministry of 
Infrastructure and 

Water Management
【インフラ・水管理省】

Netherlands Enterprise 
Agency (RVO)
【オランダ企業局】

その他
（9の省庁）

Directorate-General for 
Public Works and Water 

Management 
(Rijkswaterstaat)

【公共事業・水管理総局】

Ministry of Finance
【財務省】 TenneT

• 洋上風力に関するEIAや現地調査を
実施、公表

• 入札実施

• オランダの国営送電システム運用者
(TSO)

• 洋上風力発電所を陸上電力網に接
続する責任

• オランダの主なインフラ設備の設計、
建設、管理、メンテナンスの責任

出典：Dutch Offshore Wind Guide (2022)
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オランダにおけるSEA・EIAの実施フロー

フロー 概要 実施主体/管轄

環境
声明文の

作成

費用負担者

最終計
画の決定

入札・事業開始

SE
A

オランダでは、入札前に政府がEIAを実施する

• SEA手続き開始の公告
• 計画に関与する可能性のある行政機関と協議の上、環境声明文

（environmental statement）の作成

• 環境声明文と計画案を一般公開し、パブリックコメントの受領
• オランダEIA委員会と協議した内容を踏まえ、SEAの最終計画の決

定

政府

政府※1• 計画案の公表
• EIAの範囲や詳細事項に関して行政機関、アドバイザーと協議

RVO
(オランダ企業庁)

モニタリング • モニタリングを実施 政府※2 政府

出所：https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/

EI
A

スコー
ピング

• スコーピングで定められたすべてのケースに対するEIAレポートを作成
EIA

レポート
の作成

• EIAレポート案を一般公開し、パブリックコメントの受領
• EIAプロセスが完了しており、最終案の決定根拠が合理的と関係

行政機関が判断できる場合、EIAが決定される

EIA
レポート
の評価

※1 EIAの費用は政府が負担し、開発事業者の負担はないとされている（具体的な負担省庁は確認中）。ただし、入札において、3つの入札モデルのうちの１つでは、「マイナスの補助金」として系統整備、EIA、現地
調査、合意形成等の費用（の一部）が考慮される。

根拠法

環境管
理法

（ Wet 
milieube
heer）
第7章

※2 2016年以前は許可権が付与された事業者にモニタリングを行う義務があったが、2016年より政府によるモニタリングプログラム(Wozepプログラム)が開始された。
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オランダにおけるSEAの実施フロー

フロー 概要

オランダでは、SEAはEIAのプロセスを一部省略したものであり、以下の実施フローとなる

スクリーニング

計画の決定

• 計画案とSEAレポートを一般公開する。

• SEAレポートで指摘された環境影響に対する配慮やEIA委員会からの意見への対応を示す。

①公示

②スコーピングの
関連機関へのコン
サルテーション

③SEAレポートの
作成

④計画案とSEA
レポートの開示

⑤公衆参加・EIA
委員会への諮問

⑥理由書の公表

• 計画案、SEAレポートが一般に公開されている期間に市民の意見を聞く。
• 近隣諸国に影響を与える場合は、当該諸国に計画案とSEAレポートを送付する。
• Natura2000に影響を与える場合のみ、計画案の自然面に関してEIA委員会への諮問を実施する。

• 計画策定が決定次第、担当機関は公示を行う。

• スコーピングで環境影響評価を行う範囲を決定した後に、関連機関にその範囲と情報の詳細さについて意見を求める。
• （EIAの場合は、スコーピングについてEIA委員会への諮問が義務付けられているが、SEAでは義務付けられていない）

• 計画の環境への影響の予測・評価を行った後にSEAレポートを作成する。
• （EIAについては複数案の作成の際に環境に最も良い案を中に入れることが求められているが、SEAについてはこの限りでない）

出所：横浜国立大学「オランダにおける戦略的環境アセスメント制度と空間計画への適用事例」
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オランダにおけるSEAの概要

オランダにおけるSEAの実施主体、対象、内容等は、環境管理法により規定されている

実施主体

管轄

根拠法

費用負担

概要

フロー 内容

政府

政府

インフラ・水管理省

環境管理法（ Wet milieubeheer）第7章
対象

高速道路の建設、長距離鉄道交通のための鉄道の建設・修正・延長、内陸水路の建設・修正・延長、航空法に規定
する空港の建設・レイアウト・使用、火力発電所その他の焼却場の設置・改造・増設、風力発電所の設立・変更・拡張、
等が対象となる。 【7.1条】

スコーピング
環境影響評価を行う範囲を決定した後に、関連機関（関連自治体や関連政府機関）にその範囲と情報の詳細さに
ついて意見を求める。 【7.24条】

モニタリング
計画の実施が環境に及ぼす重大な影響を監視するために想定される措置に関する記述を含めるものとする（加えて、
環境大臣はモニタリングの実施、内容、報告に関する詳細な規則を定めることができる）。 【7.37条】

関係者との協議手続き
（パブリックコンサルテーション）

計画案、SEAレポートが一般公開されている期間に、市民の意見が求められる。 【7.32条】
計画が国境付近のものであり、近隣諸国に影響を与える場合は、当該諸国へ計画案とSEAレポートを送付し、情報
を開示する必要がある。 【7.38条】
計画がエコロジカルネットワーク内になるもしくはナチュラ2000に影響を与える場合のみ、計画案の自然面に関してEIA委員
会への諮問が義務付けられている。 【7.27条】

情報公開
SEAの結果は一般公開される。 【7.29条】

出所：横浜国立大学「オランダにおける戦略的環境アセスメント制度と空間計画への適用事例」、オランダ環境影響評価法令（https://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/2020-12-18）
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オランダにおけるEIAの概要 (1/2)

オランダにおけるEIAの実施主体、対象、内容等は、環境管理法により規定されている

対象

申請書類

項目

EIA委員会により以下の指定をされている活動が対象となる。 【7.1条】
a.環境に重大な悪影響を及ぼす可能性があるもの
b.環境に対して重大な悪影響を及ぼす可能性があるかどうかを、行政機関が評価しなければならないもの

申請書
EIAの対象となる活動を行う当事者は行政機関に対して書面にてEIAの実施を通達する。 【7.27条1項】
定型的な手続き書類は定義されていないが、EUのEIA指令の付属書3に従う必要がある。

内容

スコーピング

環境影響宣言
以下の内容を含めた環境影響宣言が作成され、行政機関により公表される。 【7.7条】
• プロジェクトの目的
• プロジェクトの説明・代替案、および代替案の理由
• プロジェクトに関連した類似事例の概要
• 影響が与えられる環境の現状及び実施後の影響
• プロジェクトと代替案のそれぞれの、影響の比較
• プロジェクトによる環境への重大な悪影響を防止するための措置の説明
• プロジェクトの環境への影響を評価するための十分な洞察を一般の人々に提供する要約

EIAレポートのスコーピング
行政機関は関連する他の行政機関・アドバイザーに対してEIAの範囲等について相談する。 【7.8条】
行政機関は当事者が作成すべきEIAレポートの範囲と詳細レベルを、当事者に通知する。 【7.9条】

出所：https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/



54

オランダにおけるEIAの概要 (2/2)

オランダにおけるEIAの実施主体、対象、内容等は、環境管理法により規定されている

項目 内容

関係者との協議
手続き

（パブリックコンサ
ルテーション）

EIAレポートの作成
当事者は、行政機関の通知を踏まえてEIAレポートを作成する。 【7.7条】
• 活動に関する情報（目的、活動内容、代替案等）
• 現状と今後の予想、影響範囲、緩和措置、補償措置

EIAレポートの評価
EIAレポートの素案が公表され、パブリックコメントを受領する。期限は公表後6週間となる。 【7.32条】
行政機関はEIAレポートの素案を受領後、6週間以内にEIAのプロセスの適切性やEIAレポートの合理性をもとに、
評価の決定を行う。 【7.28条】

出所：https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/
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EIAの手続きの種類

簡易的な手続きでは行政機関・アドバイザーによるスコーピングが省略可能となる

簡易的な手続き完全な手続き

適用対象

• オランダ自然保護法に基づいて適切な評価を必要とするすべて
のプロジェクト

• 政府機関が提唱するすべてのプロジェクト （空港、インフラ
等）

• 右記に該当しないプロジェクト

• 水法（waterwet第6.2～4条）に該当するプロジェクト

手続きフロー

計画の通知
環境影響宣言を

公表

アドバイザー・行政
機関に相談の上
EIA範囲を決定

EIAレポートの作成
EIAレポート

の公告・
パブリックコメント

EIAレポートの評価

実際の環境影響の
評価

当事者 規制機関 EIA委員会
計画の通知

環境影響宣言を
公表

アドバイザー・行政
機関に相談
（任意）

EIAレポートの作成
EIAレポート

の公告・
パブリックコメント

EIAレポートの評価

実際の環境影響の
評価

当事者 規制機関 EIA委員会

出所：https://www.eia.nl/en/countries/netherlands+(the)
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オランダにおける洋上風力のEIAの影響評価手法

オランダにおける洋上風力のEIAはworst-caseシナリオを想定して実施される
項目 内容

出所： Offshorewind RVO

バンド幅
(Band Width)

バンド幅アプローチ
様々な風車の設置方法、種類、基礎工法についてバンド幅を示し、開発事業者は費用対効果やエネルギー量の観点
から風力発電所の設計を自由に最適化可能となっている。
EIAでは、風車の設置方法、種類、基礎工法の全ての組み合わせで調査を行うことは困難なため、worst-caseシ
ナリオが想定される（worst-caseシナリオの潜在的な影響が許容範囲内であれば、他の全ての組み合わせも可
能）。

代替案 (Alternatives)
worst-caseシナリオは観点(例えば、鳥、海洋哺乳類等)によって異なるため、いくつかのworst-caseシナリオを調
査・比較する。
タービンの最大数、ローターの最大上限/下限、最大ローター表面積、基礎方法の特性など、 worst-caseシナリオで定
義されたパラメーターを説明する必要がある。

評価

側面ごとのオプションの効果を比較できるようにするために、ゼロ・オプション (現在の状況と自律的な開発) と比較して +/-
スケールで評価される。

悪影響をもたらす項目については、緩和策が必要となる。

スコア ゼロ・オプション (現在の状況と自律的な開発)と比較した影響

-- 非常に顕著な悪影響をもたらす (extremely noticeable adverse change)

- 顕著な悪影響をもたらす (noticeable adverse change)

0 ゼロ・オプションと変わらない

+ 顕著な好影響をもたらす (noticeable positive change)

++ 非常に顕著な好影響をもたらす (extremely noticeable positive change)
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オランダにおける洋上風力のモニタリング制度 (1/2)

オランダでは2016年よりモニタリングをセントラル化し、Wozepプログラムでモニタリング・研究を行っている

出所：オランダ 公共事業・水管理総局 Wozepプログラムホームページ、オランダ企業局（RVO）ホームページ

モニタリングの
セントラル化

累積影響評価

項目

2016年以前、洋上風力発電所の所有者は、影響のモニタリング・調査を行うことが要求されていたが、2016年以降、
公共事業・水管理総局においてセントラル化して長期間の研究プログラム（Wozepプログラム）が開始され、
Wozepプログラムでモニタリングが行われる。
影響評価には知見が必要であるため、モニタリングと合わせて研究による知見の集積が行われている。
モニタリングのセントラル化により、個々の風力発電所所有者がモニタリングを実施する場合と比べて効率化され、費用削
減になるとされている。

Wozepプログラムでは、ロードマップにおける建設予定・既設の風力発電所が生態系に大きな影響を与えるかどうかを判
断するため、累積的な影響評価が行われている。累積影響評価は、KEC(生態学的および累積的影響を評価するための
フレームワーク)で行われている。

内容

結果の活用

Wozepプログラムは、洋上風力発電政策のPDCAの一環と位置付けられている。
Wozepプログラムの結果は、洋上風力発電サイトの検討・指定・決定、環境アセスメント、サイトの要件、入札、計画
（緩和策等）、環境影響評価フレームワーク更新等に活用される。
Wozepプログラムの報告書は公共事業・水管理総局HPに公表されている。

知識のギャップと
仮定

モニタリング
・研究

評価

政策/立法

plan

do

check

act
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オランダにおける洋上風力のモニタリング制度 (2/2)

Wozepプログラムでは、①風力タービンの影響を直接受ける保護種、②生息地の変化、③物理的プロセス
に与える可能性のある影響等について調査を行っている

出所：オランダ 公共事業・水管理総局 Wozepプログラムホームページ

項目 内容

モニタリング
・研究項目

Wozepプログラムの第一の焦点は、風力タービンの影響を直接受ける保護種にある（例：鳥やコウモリのタービンへの衝
突、風力発電所を避ける鳥への影響、イルカやアザラシに対する水中騒音の影響、ケーブル周辺の電磁界の影響の可能
性等）。
第二に、風力発電所に関連する海洋哺乳類や鳥類の生息地の変化に関する調査も行っている。生息地の変化は個体
数や状態に影響を与える可能性がある。
最後に、Wozepプログラムは2018年以降、モデルを利用して、風力発電所が北海の物理的プロセス(波、流れ、濁度等)
に与える可能性のある影響を調査している。これらの物理的プロセスは北海の生態系の基礎を構成し、食物網、そして最
終的には脆弱な種に影響を与える。

項目 主なモニタリング・研究内容

鳥類 • 洋上風力発電タービンとの衝突の結果により起こりうる死傷数
• 風力発電を避ける鳥への潜在的な影響
• レーダーシステム、野外観測、鳥へのタグ付け、モデル開発

海洋哺乳類 • 主に建設の直接的な影響、最終的には運転の影響について、個体数の観点からの影響
• モデル利用(水中騒音、個体群レベルでの影響)
• 風力発電所(建設中のものを含む)内および近くでの実地測定

コウモリ • コウモリが海に飛び出す特定の条件と理由、コウモリが洋上風力発電所でどのように振る舞うか (コウモリ
はタービンの近くにとどまるか、タービンは特にコウモリを引き付けるか等)。

• テレメトリによるコウモリの追跡調査（コウモリが海岸沿いや海上をどのように移動するか）
• 音響観測(コウモリ検出器)を使用した研究（コウモリが自分の位置を決定し、食べ物を見つけるために

使用するエコー信号を記録）

底生生物 • 風力発電所の底生生物群集の解明のための調査

魚類 • 電力ケーブル周辺の電磁界の強度と起こりうる影響
• 騒音(杭打ちと運転の両方)の魚類の行動への影響
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オランダの洋上風力の制度

オランダでは、入札前に政府によりEIAが実施され、入札後、風力発電所の建設、運転、撤去の許可が付
与される

Step1. 風力発電
エリアの指定

• 国家水計画において、
将来の洋上風力発電
所開発のための地域が
割り当てられた。

• 洋上風力発電所の開
発は当該地域のみに
限定され、他の地域で
は許可されない。

Step2. 入札ロー
ドマップ作成

• 各風力発電エリアの開
発順序、各サイトの発
電容量、入札年次等
の計画

• 「Roadmap: 2015 
- 2023」、
「Roadmap: 2023 
- 2030」発行

Step3. 調査実施

• 風力発電サイトの決定
はEIAの対象となり、政
府の負担で実施

• また、一連の現地調査
を実施

• 開発者は、EIAや現地
調査の実施、関連費
用負担は不要

Step4. 系統接続
の整備

• オランダの国営送電シ
ステム運用者TenneT
が、風力発電所を陸
上電力網に接続する
責任を負う。

Step5. 風力発電
サイト決定

• Wind Farm Site 
Decision (WFSD)
発行

• WFSDでは風力発電
の場所や条件が定めら
れ、パブリック・コンサル
テーションの後に最終
決定となる。

Step6. 入札実施 Step7. 許可の付与 Step8. 風力発電
準備のモニタリング

Step9. 風力発電
建設のモニタリング

Step10. 
運転のモニタリング

• WFSDの最終決定後、
オランダ企業庁調整に
より入札プロセス開始

• 入札ルール（入札適
合性基準等含む）が
示され入札開始

• 「最低補助額」、「最適
実現可能性」、「最高
入札額」の3つの入札
モデルがある。

• 入札後、政府は風力
発電所の建設、運転、
および撤去の許可を付
与

• 開発者はすぐに建設を
開始可能、4 年以内
(場合によっては 5 年
以内) に建設する必
要がある。

• 許可取得後、開発者
は入札時に提出した建
設・運転の計画に従う
必要がある。

• ただし、最新技術の導
入や技術革新によるコ
スト削減のための変更
は認められることがある
（申請が必要）。

• 公共事業・水管理総
局が計画、建設、運転
のモニタリングを行う。

• 計画段階では主に許
可所有者による計画の
評価等、建設段階で
はオランダ沿岸警備隊
と鉱山の国家監督の
船と航空機による検査
が行われる。

• 公共事業・水管理総
局が運用管理、メンテ
ナンス活動のモニタリン
グを行う。

• 最大40年後に風力発
電は廃止・撤去される。
その期間後、許可は無
効となる。

出典：Dutch Offshore Wind Guide (2022)
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デンマークの環境影響評価制度
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デンマークの省庁体制

デンマークでは、Ministry of Climate, Energy and Utilities傘下のDEAが洋上風力発電事業及
びSEAと洋上のEIAを所管し、Ministry of Environment傘下のDEPAが陸上のEIAを所管している

Prime Minister 

Ministry of Climate, 
Energy and Utilities

Ministry of Environment

Danish Energy Agency 
(DEA)

その他
（6つの管轄組織）

その他
（15の省庁）

Danish Environmental 
Protection Agency 

(DEPA)

その他
（1つの管轄組織）

エネルギーの生産、供給、消費に関連す
るすべての業務と、デンマークの二酸化炭
素排出量削減のための取り組みを担当
洋上風力発電においては事業の許認可
及びSEAと洋上のEIAを所管

Energinet 送電網及びガス配給網の運営と維持を
担当

環境保全に関する法律やガイドラインの
作成及び国家的な事業や複雑な事業
に対する許認可等を担当、洋上風力発
電においては陸上のEIAを所管

Ministry of Industry, 
Business and Financial 

Affairs

Danish Marine 
Authority(DMA)

海洋環境の保全と海事産業の競争力
強化施策の実施を担当、MSPを所管

その他
（6つの管轄組織）



62

デンマークにおけるSEA・EIAの実施フロー（入札方式）

フロー 概要 実施主体

MSP

Rough/Fine 
Screening

EIA

費用負担者

予備
調査

事業者の選定

デンマークでは、国の機関がSEAを実施し、事業者は計画する事業のEIAのみを実施する（陸上のEIAは
国が実施）

• 領海とEEZを、開発域、特殊用途域、自然環境保護域、
一般使用域に分類

• MSPで特定の事業が規定されると、Minister of Climate, 
Energy and Utilitiesの承認が無い限り、該当エリアは別
用途に使用できない

• 2段階のスクリーニング（Rough/Fine）により、MSPにおけ
る選定エリアの中から次に入札を実施するエリアを選定

• 経済性と環境的配慮の両面を評価し選定

• SEA項目の設定と実施+追加調査（EIAの一部先取り）
• EIA（陸上）の実施
• DEAのウェブサイトでSEAレポート等を公開

Danish Marine Authority (DMA)

Energinet
※国有送電

事業者

Energinet
が落札事業
者に請求

• 事業計画及びDEAのスコーピングオピニオンに基づいてEIA
（洋上）を実施

選定事業者事業開始

モニタリング • SEA、EIAの結果
を踏まえてモニタリングを実施

管轄

DEA

DEA

SEAで重大な環境影響の懸
念が認識された場合、
モニタリング項目を規定

根拠法

計画及び特
定プロジェク
トの環境アセ
スメントに関
する法定命
令（ LBK 

nr 1976 af 
27/10/202

1 ）

Danish Energy Agency（DEA）

SE
A

出所：DEA HP等に基づいてトーマツ作成
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デンマークにおける環境影響評価制度の変更

デンマークにおけるEIAは、2016年までは想定事業計画に基づいてDEAが実施していたが、現在では、具
体的な事業計画に基づいて選定事業者が実施している

プロジェクト 離岸距離
（㎞） 入札締め切り 運開 EIA

Anholt 23 2010 2013

事業者選定前に
DEAが

想定事業計画を
基に実施

Horns Rev III 30 2015 2018

Vesterhav Syd 
and Nord 8 2015 2023

Kriegers Flak 25 2016 2021

Thor 20 2021 2027
選定事業者が

具体的な事業計
画を基に実施

Hesselo 50 2024 2029

Vesterhav Syd
• 具体的な事業計画が不明な段階で実施されたEIAに

基づく発電設備の設置許可に対して、地域住民が反
発した。

• 設置許可の差し戻し及びEIAの再審議が必要となり、
選定事業者によって具体的な事業計画に基づく
EIAが改めて実施された。

制度変更のきっかけとなった事例

当初計画

最終計画案

デンマーク政府
による指定区域

出所：DEA「OFFSHORE WIND DEVELOPMENT」（2022）、DEA「The Danish Offshore Wind Tender Model」 (2020)
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デンマークにおけるSEAの概要

デンマークにおけるSEAの実施主体、対象、内容等は、計画及び特定プロジェクトの環境アセスメントに関す
る法定命令により規定されている

対象 農業，林業，漁業，エネルギー，工業，交通，廃棄物管理，水管理，電気通信，観光，空間計画，土地利
用の各分野における、将来の事業開発に向けた計画が対象となる。 【8条】

スコーピング

出所：計画及び特定プロジェクトの環境アセスメントに関する法定命令（ LBK nr 1976 af 27/10/2021 ）、DEA HP

計画が環境影響評価の要求事項の対象となるかどうかを決定する（その際、公衆、関係当局、関係国との協議の結
果を考慮する）。 【21条】
計画の詳細度、内容、意思決定の段階、等を考慮して合理的に必要と考えられる情報を含むものとする。 【12条】

関係者との協議
手続き

（パブリックコンサ
ルテーション）

計画を承認または採択する際、当局は、環境法令において取り扱われていない環境影響、公衆、関係当局、関係国
との協議の結果などを考慮する。 【13条】
概要レポートを作成し、環境配慮が計画にどのように統合されているか、パブコメ等で得られた意見がどのように考慮さ
れたか、考慮された代替案に照らして承認または採択された計画が選択された理由、計画の重大な環境影響をどの
ようにモニタリングするかを報告する。 【27条】

モニタリング

情報公開

環境大臣はモニタリングの内容や報告義務、場合によっては、事業者に加えて事業者以外の第三者がモニタリングを実
施することなどを規定できる。【14条】

SEAの結果はDEAのwebサイトに掲載される。（公開方法は法律の規定ではなく運用上の決定）

内容項目
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デンマークにおけるEIAの概要

デンマークにおけるEIAの対象、必要手続き等については、計画及び特定プロジェクトの環境アセスメントに
関する法定命令により規定されている

対象

申請書類

項目

計画及び特定プロジェクトの環境アセスメントに関する法定命令（付属書2）に記載の事業（洋上風力等）のうち、DEA
により21条に該当すると判断されたもの。

申請書
事業者は、プロジェクトの概要を書面で申請する（内容は以下）。 【18,19条】
• プロジェクトの特徴と予想される環境への重大な影響に関する情報
• プロジェクトの環境への影響に関して、利用可能なその他の関連事業の評価結果

DEAが審査し、提出後90日以内に環境影響調査の実施要否を判断する、その際に付属書6の内容及びSEAの結
果を活用 【21,22条】

EIAレポート
調査実施後にEIAレポートを作成する（内容は以下）。 【20条】
• 設備の設置場所、デザイン、サイズに関する情報を含む事業計画
• 事業の実施において予想される環境に対する重大な影響
• 予想される環境に対する重大な影響を回避、防止、軽減し、可能であれば相殺するために想定される措置
• 検討した代替案と、本計画の選定理由
• 上記4項目で言及された情報のうち、技術的でない部分についての要約
• 特定の計画に対しては、付属書7で言及されている情報を追加

DEAは、EIAレポートに提示しなければならない情報と粒度について意見（スコーピングオピニオン）する。
【23条】

内容

スコーピング 法定命令の第20条4項に規定される調査項目を踏まえ、DEAのスコーピングオピニオンによって調査項目が決定される。
※「Thor洋上風力発電所」における具体例を後述する。

出所：計画及び特定プロジェクトの環境アセスメントに関する法定命令（ LBK nr 1976 af 27/10/2021 ）
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デンマークにおけるEIAの概要

デンマークにおけるEIAの対象、必要手続き等については、計画及び特定プロジェクトの環境アセスメントに
関する法定命令により規定されている

項目 内容

関係者との協議
手続き

（パブリックコンサ
ルテーション）

申請書
審査における関連当局はDEA、広域連合（Regionsrådet）、地方公共団体（kommunalbestyrelsen）であり、
下記の内容が適用される。 【17条】
• 原材料法第7条に該当する場合、広域連合が申請書の審査を行う。
＜原材料法第7条より抜粋：https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/124＞

原材料の商業的抽出および抽出サイトにおける施設の設置には、広域連合の許可が必要である。年間200m3
を超える非営利の採掘および200m3を超える試掘は、採掘または試掘は始まる前に広域連合に報告する必要が
ある。広域連合は、通知を受け取ってから4週間以内に採掘または試掘の条件を設定できる。

• 海岸保全等に関する法律第３条第１項に該当する場合、地方公共団体が申請書の審査を行う。
＜海岸保全等に関する法律第３条第１項より抜粋：https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/705＞

陸上植生がない湖、海岸およびその他の海岸線の延長の領域、およびこのような植生が始まるところから1000m
以内の土地では、地方公共団体の許可後に沿岸保護作業実施することができる。

EIAレポート
DEAは、専門家の協力を得て、EIAレポートのレビューを実施、35条3項3号及び38条に基づいて関係当局に送付及
びパブコメの実施を依頼する。 【24条】
DEAは、他国への影響が判明した時点で速やかに環境大臣に報告し、他国より環境大臣に連絡があった場合は、環
境大臣は速やかにDEAに連絡する。関係当局との協議期間は少なくとも30日以上を設ける。 【38条】

出所：計画及び特定プロジェクトの環境アセスメントに関する法定命令（ LBK nr 1976 af 27/10/2021 ）
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デンマークにおけるEIAの概要

デンマークにおけるEIAの対象、必要手続き等については、計画及び特定プロジェクトの環境アセスメントに
関する法定命令により規定されている

モニタリング

情報公開

項目

環境大臣はモニタリングの実施やモニタリングの内容について、詳細な規則を定めることができる。 【25条】

陸側部分のEIAの結果はDEPAのwebサイト/洋側部分のEIAの結果はDEAのWebサイトに掲載される。（公開方法は法
律の規定ではなく運用上の決定）

内容

関係者との協議
手続き

（パブリックコンサ
ルテーション）

（続き）

事業実施
EIAレポートの審査の後、DEAは申請書、 EIAレポート、補足情報、協議の結果を踏まえて申請書の許可を判断し、
環境大臣はモニタリングの内容を最終決定する。 【25、28条】
DEAは、審査の結果を公衆・関係当局、関係国に展開する（情報の種類について法律で規定あり）。 【35条】
25条の許可以降に、下記のような重大な問題があればDEAは事業を中止することが可能となっている。 【29条】
• 事業が及ぼす重大な環境への悪影響に関する新たな情報が見つかった。
• 申請許可時点では予見できなかった重大な悪影響が見つかった。
• 事業が環境に与える重大な悪影響が、申請許可時点の想定以上であった。

出所：計画及び特定プロジェクトの環境アセスメントに関する法定命令（ LBK nr 1976 af 27/10/2021 ）、DEA HP、DEPA HP



68

デンマークにおけるSEAとEIAでの調査内容
デンマークでは、SEAの段階で国が追加調査を実施することで、事業者が実施するEIAの負担を軽減してい
る

EU指令

デンマークでの
運用

SEA指令と他のEU指令を満足するように環境影響評価を実施する必要がある場合、加盟国は、評価の重複を避けるため
に、関連するEU指令の要件を満たすように調整または共同手続きを規定することができる。 【SEA指令11条第2項】

計画とプログラムの環境評価に関する第 II 章に定められた規則に従って実施される環境評価（SEA）は、特定のプロ
ジェクトの環境評価に関する第 III 章、または他の法律に基づく特定の公共および民間プロジェクトの環境への影響評価
（EIA）に関する対応規定に基づき求められる評価に代わるものではない。【法定命令第6条】
法律上で規定されてはいないが、入札する事業者の負担とリスクを軽減するために、国は、SEAの段階でEIAにおいて必
要となる情報について追加調査を適宜行う。（追加調査項目：野鳥と自然への影響、景観に対する影響等）

項目 内容
野鳥と自然 風車との衝突、採餌場、繁殖地、休息地の移動に対して、どの程度の潜在的影響があるかを調査する。

視覚 視覚的影響の評価は、シミュレーションによって実施する。評価の際は、晴天と霧の日における、昼夜の航空
機と輸送のルートをシミュレーションにより図示する必要がある。

航海の安全性 DMAのガイドラインに従い、航海の安全性に対してリスクとなるシナリオを特定する。
無線回線と
レーダー設備

洋上風力発電所により影響を受ける無線回線やレーダー設備をマッピングにし、どのような影響を受けるかを
特定する。

漁業 洋上風力発電所が、産卵場所や、騒音・堆積物の広がりなどによって魚資源にどのような影響を与えるかを
調査する。

海洋考古学 難破船等について調査することで、文化遺産等への影響を評価し、洋上風力発電所を建設するべきでな
い位置の特定する。

騒音 水中騒音に関する調査を実施する。

累積的な影響
次の2点の調査については、特にEnerginetの調査結果を活用可能である。
• プロジェクトのうち陸上に建設される部分の累積的影響
• 建設、運用段階において、洋上風力に限らない他の海洋でのプロジェクトが、野鳥やネズミイルカ等の採

餌、繁殖、生息地の喪失にどのような累積的影響を与えるか
出所：DEA「uk_guidelines_for_completing_environmental_assessment_thor_10sept2019」（2019）
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具体的なプロジェクトにおけるEIAの調査内容

デンマークでは、SEAの結果や類似のプロジェクトの実施を通して得られた知見をもとにDEAがスコーピング
オピニオンを作成し、EIAの具体的な調査項目を決定する

具体的な
調査項目の例

Thor洋上風力発電所は、今後EIA調査を実施する計画である（2027年度末運転開始予定）。
陸側/洋側のEIAの実施、EIAレポートの作成にあたり、SEAの結果や類似のプロジェクトの実施を通して得られた知見をもと
にDEAがスコーピングオピニオンを作成し、EIAレポートに「どのような内容」を「どのくらいの粒度」で組込むべきかを決定する。
Thor洋上風力発電所においては、上記のスコーピングオピニオンに基づいて、EIAの実施において、法定命令において規定さ
れる一部項目を調査対象外としている（下記に具体的な内容を一部記載）。
【具体例（陸側）】

※次ページに洋側に関する具体例を提示する。

項目 EIA調査の
実施要否 EIA調査の実施方法/EIAの実施が必要ない理由

騒音（建設） 要 建設の規模、種類、期間に基づき定性的に評価すること。

騒音（運用） 要 騒音が最も大きくなる場合や、日中、夕方、夜間で発生する騒音
の大きさについて、シミュレーションで定量的に評価すること。

振動（建設） 否 SEA調査での結果や過去の類似プロジェクトでの結果から、建設/
運用フェーズのいずれにおいても振動は周囲の環境に影響を与え
ないと考えられる。よって本項目についてはEIA調査を実施する必
要はないと考えられる。振動（運用） 否

出所：Ministry of Environment「Udtalelse om afgrænsning af indholdet i miljøkonsekvensrapporten for Landanlæg til Thor Havvindmøllepark」
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具体的なプロジェクトにおけるEIAの調査内容

法定命令
第20条第4項

に記載されている
項目

DEAのスコーピングオピニオンの内容

人口と人間の健康
洋上風力発電が与える騒音及び視覚的妨害等の被害を被る可能性がある地域においてその地域の人口や
住民の健康にどのような影響を及ぼすかを調査する。なお、風車は海岸から22km離れているため、視覚的妨
害の項目について調査は必要ないと考えられる。

生物多様性
ある種にとって、その地域が重要な生息地、であるかをまとめる。調査においては、関連する国内および国際的
な保護規制とアセスメントの要件（生息地指令や鳥類指令）に従う。鳥類においては、風車との衝突危険
性が高い種や、移動ルートを著しく妨害される種については特に注意する。また、他の洋上風力発電所から起
こりうる累積影響についても調査する必要がある。

土地・土壌 風車の設置地域における、土砂輸送、浸食、堆積等の海底及び水文条件や、その地域で特に脆弱な内容
（生物の生息地など）について調査する。

水 水質、潮流及び波の状態、海底堆積物など、その地域の水文及び海底の状態について調査する。また、汚
染物質の放出が懸念されるコーティング等について、プロジェクトで使用される材料や製品についてまとめる。

大気 建設、運用、解体の各段階において、船舶からの排出ガスに関して、風車の設置が与える大気質への潜在
的影響について調査する。

気候 部品の製造や輸送を含めた温室効果ガスの排出量と、洋上風力発電の利用によって、再生可能エネルギー
が化石燃料を代替することで得られる温室効果ガス排出に対するメリットを調査する。

物質的資産、建築・
考古学的側面を含む
文化遺産、航海、

漁業

風車の設置位置の海洋考古的な状況や、プレジャーボートの利用を含む航海の状況について調査する。航
空交通に関しては、近隣の空港や飛行場をマッピングし、風車が航空路に対して与える影響について調査す
る。海洋考古学に対するアセスメントは、沈没船やほかの考古学的関心事の近傍で設置予定風車の建設
作業が行われることを想定して実施する。

景観・視覚への影響
洋上風力発電所の設置地域において、景観上重要な景観や文化遺産の特徴を調査する。また景観に対す
るアセスメントにおいては、いくつかの風車の設置パターンや天候ごとにシミュレーションを行い、視覚的影響評
価を行う。

具体的な
調査項目の例

（続き）

【具体例（洋側）】

出所：Ministry of Climate, Energy and Utilities 「Afgrænsningsudtalelse for Thor Havvindmøllepark」
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デンマークにおけるモニタリングの実施状況

デンマークでは、DEPAとDEAが、過去2回に渡って長期モニタリングを実施し、洋上風力発電所の建設及び
稼働による環境影響を評価している

実施期間

実施主体

項目

2000-2006、2007-2012(フォローアップ)

DEPA、DEA

内容

内容

実施内容
Horns Rev風力発電所、Nysted風力発電所において、周辺生物、社会・経済的影響について調査した。
2回目の調査（フォローアップ調査）では初回調査で調査が不十分であった周辺生物(魚類、海獣、鳥類)について追
加評価を実施した。

結果
2つの発電所は建設、操業時も海洋環境にほとんど影響を与えていないことが分かった。
• 風力発電の基礎部分の建設により住処が増え、海底の生物量と多様性の増加がみられた
• 海獣(イルカ)は建設時は騒音の影響で数が減少するが、一定の時間を経て回復した
• 鳥類は風車を回避できるため衝突の危険性が低い（熱的動物検知システム（TADS）により実証）

関連法 EU：SEA指令 【10条】
デンマーク：計画及び特定プロジェクトの環境アセスメントに関する法定命令（ LBK nr 1976 af 27/10/2021 ）

出所：DEA「DANISH OFFSHORE WIND Key Environmental Issues November 2006」、DEA「DANISH OFFSHORE WIND Key Environmental Issues – a Follow-up February 2013」
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洋上風力発電事業実施方法（入札 or オープンドア）

洋上風力発電事業は、入札方式またはオープンドア方式によって実施される
2021年6月より、オープンドア方式は「海岸から15km以内の小規模なプロジェクト」が対象となったた
め、多くの洋上風力発電事業は入札方式により実施される見込みである

入札方式
MSP、Screeningにより選定したエリアを対象

オープンドア方式
海岸から15㎞以内の小規模プロジェクトを対象

SEA（予備
調査）の実

施まで

EIAの実施

運転開始、
モニタリング

• SEA（予備調査）実施のためには、DEAへの申請書提出が
必要

• 申請書項目：事業の概要、SEA（予備調査）の予想範囲、
発電施設の規模と数、事業の地理的位置

• DEAは申請書をもとに関係当局へヒアリングを実施し、競合の
可能性がある他事業を確認

• DEAは開発可否を決定し、開発可能であれば、申請者（事
業者）によるSEA（予備調査）及びEIA実施を承認

• MSP、Rough/Fine Screening、Grid Planningを通して、
DEAが洋上風力発電事業の実施エリアを決定

• DEAは、選定した海域や事業計画が記載された仕様書を作
成

• 国有TSOであるEnerginetがSEA（予備調査）を実施
• 調査項目：海底調査、風況・海流調査、環境調査
• 入札時には、調査結果等が公開される

• 事業計画、関連法律及びDEAのスコーピングオピニオンに基づいて、事業者がEIAを実施
（Energinetが行う陸上EIAと同様に、スコーピングとパブコメを実施し、経験豊富で専門的なコンサルタントを使う必要がある）

• EIA完了後、DEAが周囲への重大な影響の有無を判断し、発電設備の設置許可を付与（影響評価に不確実性がある場合は、
モニタリングが義務付けられる）

SEA（予備
調査）
の実施

• 事業者がSEA（予備調査）を実施
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許認可プロセス

デンマークで洋上風力発電事業を実施するには、オープンドア、入札のいずれの場合も、3つの許可を取得す
る必要があるが、許可取得のプロセスは両者で異なっている

①SEA(予備的調査）
実施のための許可 ②洋上風力発電設備の設置許可 ③洋上風力発電設備の利用

及び発電許可

＜オープンドア＞
• 許可取得後4か月以内の調査開始が必要
• 調査期間は1年間で、調査終了後DEAに

SEAレポートを提出

申請

許可

調査

＜オープンドア＞
• 調査前に、DEAへの調査許可申請が必要

（1～2か月）

＜オープンドア＞
• SEAレポートが承認された後、事業者は当

該エリアに風力発電設備の設置希望を申
請

＜入札・オープンドア＞
• 発電設備の運転前にDEAへの申請が必要

- -

＜入札・オープンドア＞
• EIA完了後、DEAが許可を与える
• 洋上風力発電設備設置ではこれまで全事

業でEIAを実施（Tohr洋上風力発電につ
いては、現在EIAを実施中）

＜入札・オープンドア＞
• 要求される項目すべてを満たしたときに、

DEAは関係当局と連携して設置許可の承
認プロセスを進める

• ライセンスの発行には申請後およそ2か月か
かる

• ライセンスの有効期間は通常30年間（35
年間まで延長することも可能）

＜オープンドア＞
• DEAと関係当局が協議を実施し、調査許

可の発行有無を判断（1年）
• 判断材料は、「同エリアで他の洋上事業が

あるかどうか」、「特定の海域の利用権利が
あるか」等

＜入札＞
• 調査はEnerginet社が実施
• 事後的に落札事業者に許可を与える
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欧州における洋上風力発電事業に係る環境影響評価制度
【第一回検討会でのご意見を踏まえた追加調査結果】

2023年3月8日

※本調査は、「令和４年度洋上風力発電の環境配慮を確保した円滑な導入促進に資する制度等検討業務」の一環として、有限責任監査法人トーマツが実施したものである

第３回検討会 資料2-1



75

デンマークにおける環境影響評価制度の変更
デンマークにおけるEIAは、2016年までは想定事業計画に基づいてDEAが実施していたが、現在では、具
体的な事業計画に基づいて選定事業者が実施している

プロジェクト 離岸距離
（㎞）

入札
締め切り 運開 EIA

Anholt 23 2010 2013

事業者選定前に
DEAが

想定事業計画を
基に実施

Horns Rev III 30 2015 2018

Vesterhav Syd 
and Nord 8 2015 2023

Kriegers Flak 25 2016 2021

Thor 20 2021 2027
選定事業者が

具体的な事業計
画を基に実施

Hesselo 50 2024 2029

Vesterhav Syd
• 具体的な事業計画が不明な段階で実施されたEIAに

基づく発電設備の設置許可に対して、地域住民が反
発した。（当初計画案）

• 設置許可の取り消し及びEIAの再審議が必要となり、
選定事業者によって具体的な事業計画（最終計画
案）に基づくEIAが改めて実施された。

制度変更のきっかけとなった事例

当初計画案

最終計画案

デンマーク政府
による指定区域

出所：DEA「OFFSHORE WIND DEVELOPMENT」（2022）、DEA「The Danish Offshore Wind Tender Model」 (2020)、Vattenfall（2020）

第一回検討会資料の再掲
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Vesterhav SydプロジェクトにおけるEIAプロセス再実施の経緯

デンマークのVesterhav Sydプロジェクトでは、 Energy Appeals BoardによるEIA（洋側）許可取
り消しに伴い、EIAプロセスの再実施と選定事業者によるEIAレポートの補足文書作成が行われた

出所： DEA「OFFSHORE WIND DEVELOPMENT」（2022） 、DEA「Høringsnotat til 2. offentlig høring over miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd Havvindmøllepark」 (2020)、
Vattenfall（2020）

2016 2018 20192015

• コンセッション契約締結
• 風車設置許可（EIA

許可含む）を選定事
業者に付与

• 選定事業者が風車設
置レイアウト案策定
（当初計画案）

• 風車設置許可（EIA許
可含む）に地域住民等
が反発

• Energy Appeals Boa
rd*が、風車設置許可
のうち、EIA（洋側）に
関する部分を取り消し

• 風車設置レイアウト案の
変更について地域住民が
選定事業者に要望

• DEAが、EIAプロセスの再実施
を決定し、選定事業者にEIAレ
ポートの補足文書作成を要請

• EIAスコープについてのパブコメ及
び越境環境影響に関する近隣
諸国との協議（ESPOO協議）
に基づき、DEAがスコーピングオピ
ニオンを作成

2020

• 選定事業者は地域住民等か
らの要望を考慮して風車設
置レイアウト案を変更（最
終計画案）

• スコーピングオピニオンに基づき
選定事業者がEIAレポート
の補足文書を作成

• 同文書についてパブコメ実施
（162件の意見のうち大半
（130件程度）は景観やレ
クリエーション利用に関するも
の）

• 上記の結果を踏まえて、
DEAは風車設置許可を付
与

国による
EIAレポート
の作成

入札 風車レイアウト案の変更
EIAレポート補足文書の作成

事業者選定
（Vattenfall）

風車設置許可の取り消し EIAプロセス再開

* Ministry of Climate, Energy and Utilitiesの下にある独立した委員会で、DEA、Energinet、自治体、等が下した決定に対して不服を申し立てることができる

当初計画案

最終計画案

デンマーク政府
による指定区域

風車設置レイアウト案
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デンマークにおける環境影響評価制度の変更点
デンマークでは、 Vesterhav SydプロジェクトにおけるEIA（洋側）の再実施・再審議の事例を踏まえて、
洋側のEIAは選定事業者が実施する制度に変更された

出所：DEA「OFFSHORE WIND DEVELOPMENT」（2022）、DEA HPを基にトーマツ作成

* Vesterhav SydプロジェクトにおけるEIA（洋側）の再実施・再審議の事例を踏まえて、洋側のEIAは選定事業者が実施する制度に変更された。
ただし、SEA実施時における追加調査として、国が現地調査を含む一部調査を先取りして実施している。

環境影響評価制度の変更 変更後の制度における国と選定事業者の役割分担
（Thorプロジェクトの例）

設備建設/運営

（Point Of Change）

SEA

EIA

EIAの承認

選定事業者 国（Energinet）

国（DEA）

選定事業者 国（Energinet）

国（DEA） 国（DEPA）国
（DEPA）

プロセス
実施主体

変更前 変更後

MSP 国 国

SEA 国 国

EIA 洋側
国

陸側
国

洋側
選定
事業
者

陸側
国

モニタリング 選定事業者 選定事業者

洋側 陸側
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オランダのWozepプログラム結果の活用
• オランダでは2016年よりモニタリングをセントラル化し、Wozepプログラムでモニタリング・研究を行ってい

る
• Wozepプログラムの結果の活用先の一つに規制への反映があり、モニタリング・研究の結果、影響が大

きい事項については規制や緩和措置に反映されている

サイト・ディスクリプションにおける規制への反映例
（Hollandse Kust (noord)風力発電所）

① 杭打ち工事における水中騒音の規制
ネズミイルカ・アザラシ・魚類への影響軽減のため、
杭打ち工事における水中騒音の基準が設定さ
れ、建設時の杭打ち工事において定められた騒
音レベルを超えないこととされている。
杭打ち作業中は、許可保有者またはその代理
人が騒音レベルを継続的に測定する必要がある。
各杭打ち基礎の音響測定値は、当該基礎杭の
打ち込み完了後48時間以内に政府に報告する
必要がある 等。

② コウモリの衝突を防ぐための措置
タービンのカットイン風速※2は、8/15～9/30の期
間、日没1時間後から日の出2時間前までの時
間、回転軸の高さで 5.0m/sとする。
上記の期間で風速5.0m/s未満の場合、許可保
有者は、風力タービンごとの1分あたりの回転数を
2未満に減らす 等。

出所：オランダ 公共事業・水管理総局 Wozepプログラムホームページ、オランダ企業局（RVO）ホームページ

※1 KEC・・・生態学的および累積的影響を評価するためのフレームワーク
※2 カットイン風速・・・風車が発電を開始する風速

洋上風力
エリア検討

洋上風力
ロードマップ

EIA・評価

サイト決定

入札

実施計画

Wozep と KEC※1からの一般的な生態学的な知見と原則

規制・緩和措置

特定の地域における種の分布、衝突被害等の推定、生息地の喪失、
その他の影響

緩和措置の詳細設計

生態系への影響軽減、エコシステム回復のための、
自然包括設計とエコロジカル・イノベーション

KEC※1による生態空間として適切なエリアの判断

（生態学的知見の利用はほとんどなし）エリア分割

ステップ Wozepプログラム結果の活用
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第４回検討会資料１を追加予定


